
午後１時２分 開議

○議長（奥和田好吉君） ただいまから平成１３年

第１回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

しました。

なお、１２番 北出寧啓君からは欠席の届け出

が出ておりますので、報告いたしておきます。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

定により、議長において１０番 上山 忠君、１

１番 松本雪美君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、報告第１号 専決処分の承認

を求めるについて（平成１２年度大阪府泉南市介

護保険事業特別会計補正予算（第１号））を議題

といたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました報

告第１号、専決処分の承認を求めるについて（平

成１２年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補

正予算（第１号））につきまして御説明申し上げ

ます。

専決理由につきましては、平成１２年４月の人

事異動に伴い、職員に２名の変動がございました

ことから、介護保険事業特別会計予算に不足が生

じることから、歳入歳出予算の増額補正措置が必

要となりましたため専決処分をしたものでござい

ます。

３ページをお願いいたします。第１条、歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，２１５万２，０

００円を追加し、歳入歳出予算の総額を２０億１，

６４２万円とするものでございます。歳入歳出の

詳細につきましては、７ページから１０ページに

記載のとおりでございます。

以上、甚だ簡単ではございますが、説明とさせ

ていただきます。御承認賜りますようよろしくお

願い申し上げます。

－２６２－

○議長（奥和田好吉君） これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。 和気君。

○１９番（和気 豊君） 職員さんということなん

ですが、この職員を配置すべき必要性についてお

示しをいただきたい。

それから、介護保険にかかわる職員の皆さんの

他市の状況ですね、ちなみにお教えをいただきた

い。阪南９市に限ってで結構です。

○議長（奥和田好吉君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） ま

ず、今回専決させていただきました職員の給与で

ございますが、これは当初予算では７人の職員の

人件費を計上いたしておりましたが、現在９名で

ございますので、この２名の分についての不足額

を今回専決さしていただいております。

そして、４月の時点では、特にホームヘルパー

の３人がケアマネジャーの資格を取ったという経

過もございまして、介護保険の認定でありますと

か、その辺の業務を現在行っております。そして

あと、その調査でありますとか、その辺の業務に

ついて今執行していただいてるというところです。

そしてあと、この阪南地方の介護保険を担当し

てる職員の数ですけども、ちょっと今現在手元に

資料がございませんので、後ほど御報告させてい

ただきたいと思いますので、御了解のほどよろし

くお願いしたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます報告第１号については、会議規則第３７条第

２項の規定により委員会の付託を省略いたしたい

と思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって報告第１号については、委員会の付託を省

略することに決しました。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより報告第１号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに決しまして御異議ありませんか。



〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって報告第１号は、原案のとおり承認すること

に決しました。

次に、日程第３、報告第２号 専決処分の承認

を求めるについて（平成１２年度大阪府泉南市老

人保健特別会計補正予算（第３号））を議題とい

たします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました報

告第２号、専決処分の承認を求めるについて（平

成１２年度大阪府泉南市老人保健特別会計補正予

算（第３号））について御説明申し上げます。

議案書１３ページをお開き願います。歳入歳出

総額に歳入歳出それぞれ８億５，１１６万９，０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額を５２億３，４２

７万９，０００円とするものでございます。

その主な内容につきまして御説明申し上げます。

１８ページをお開き願います。

歳出でございますが、平成１２年度から介護保

険制度が導入されることにより、医療給付費及び

医療費支給費の何割かが介護保険の方へ移行する

という予測と、平成１２年度の医療制度改正が７

月に実施されるということで、本年度の予算額に

つきまして平成１１年度より約１３％減の見込み

で計上いたしました。しかし、介護保険制度が導

入されましても、高齢者人口の自然増と、当初１

２年７月から実施されるはずの医療制度改正の実

施が６カ月おくれの１３年１月とされましたため、

医療費につきまして例年並みの執行見込みとなり、

今回医療給付費、医療費支給費合わせて８億４，９

５０万円の補正を、さらにレセプトの審査支払手

数料につきましても、審査件数がふえ１６６万９，

０００円の補正を行うものであります。

次に、１７ページにお戻り願います。歳入の補

正でございますが、支払基金交付金、国庫負担金、

府支出金、一般会計繰入金について、それぞれ必

要額の補正を行っております。

－２６３－

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。よろしく御承認賜りますようお願い申

し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 質疑なしと認めま

す。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます報告第２号については、会議規則第３７条第

２項の規定により、委員会の付託を省略いたした

いと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって報告第２号については、委員会の付託を省

略することに決しました。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより報告第２号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって報告第２号は、原案のとおり承認すること

に決しました。

次に、日程第４、報告第３号 専決処分の承認

を求めるについて（平成１２年度大阪府泉南市一

般会計補正予算（第６号））を議題といたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました報

告第３号、専決処分の承認を求めるについて（平

成１２年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第６

号））について御説明を申し上げます。

議案書の１９ページでございます。専決理由で

ございますが、大阪海区漁業調整委員会委員の欠

員に伴い、同委員会委員の補欠選挙の期日を２月

２２日に、その告示日を２月１３日と決定された

ことにより、同補欠選挙に要する経費を予算措置

する必要があるので、専決処分したものでござい



ます。

補正予算の内容でございますが、歳入歳出それ

ぞれ５５万５，０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ２１６億８，２３９万９，０

００円とするものでございます。

歳入歳出の明細につきましては、２５ページか

ら２６ページに記載のとおりでございます。

以上、甚だ簡単でございますが、説明とさせて

いただきます。よろしく御承認賜りますようお願

い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 小山君。

○３番（小山広明君） ただいま説明のありました

報告に対して、実際この選挙はどういう結果に終

わったのか、その辺の御説明。

それから、この海区漁業調整委員会委員という

ものの主なお仕事ですね。そういうものを御説明

いただきたいのと、泉南市にそれの対象の市民が

どういう構成でおられるのかについて御説明いた

だきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 津野総合事務局長。

○総合事務局長（津野和也君） ３点の御質問にお

答え申し上げます。

この選挙の結果でございますが、投票日、２２

日に１名の届け出がございまして、欠員が１名で

ございまして、結果的には１名の立候補者でござ

いましたので、無投票当選という結果になったと

ころでございます。

そして、第２点目の海区の仕事と申しますのは、

大阪でしたら大阪湾に設置されております海区内

における漁業に関する一般的事項を処理するとい

うことで、大体漁業組合関係とか海区の漁業区域

の選定とか、そういういろんな委託された事項を

審議するところでございます。

第３点目でございますが、人員でございますが、

泉南市内にこの該当者でございますが、男が１１

４名、女８５名、計１９９名で、世帯数といたし

ましては９１世帯でございます。これは平成１２

年の１２月５日現在の対象者の数でございます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） 一度で答弁していただいた

－２６４－

ら聞く必要ないんですが、無投票で当選された方

の名前とか出身地とか、そういうものがあると思

いますので、それの御報告。

それから、泉南市内に１９９名おるというのは

どういう立場の人、いわゆる常識的には漁業をさ

れておる方かなと思うのですが、この１９９名と

いうのは泉南市の漁業をされておる方という理解

でいいのか、そういうもののちょっと位置づけ的

なことをもう少し我々にわかるようにしていただ

きたい。

それから、一般的な事項を処理するといっても、

もう少し具体的にどういうことの役割を持っとる

のか。議案的に出て、そこでやっぱり審議して、

採決が行われる。恐らく法的な権限を持っておる

と思うので、そうすると、泉南市に置かれている

漁業の状態から直近の年間における議事、どうい

うことが議論されて、どういうことが決まったの

か、そういうこともわかっておれば、この委員会

の役割についてもう少し議会にわかるように御説

明をいただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 津野総合事務局長。

○総合事務局長（津野和也君） 海区の関係者でご

ざいますが、漁業法第８６条の第１項に、年間９

０日以上の早く言えば漁船を利用する漁業を営む

漁業者等々の人が、まず第１の資格状況でござい

ます。

そして、第２点でございますが、漁業組合の役

員さんなり海区の委員さんなんかをやられており

ましたら、その部分ができませんので、そういう

方につきましても対象となっております。漁業組

合の役員さんとか海区の委員さんですね。委員さ

んなんかはその９０日という条項を、海区委員の

仕事等で９０日をもし割る場合でも、そういう方

については特例的な形として資格を与えられてお

るところでございます。

そして、第２点目の仕事の詳細等でございます

が、この部分につきまして、海区の仕事といいま

すのは、早く言えば大阪府の仕事の権限でござい

まして、この選挙につきましても泉南市がやる選

挙ではございませんで、大阪府の選挙管理委員会

の方から泉南市の方に、そういう海区の選挙があ

るのでその事務をしてくれということでございま



すので、ちょっと私、今現在海区の委員さんの仕

事の詳細についてはわかりかねますので、後でそ

の辺の資料を持ってまたお知らせをしたいと思い

ます。

３点目は、１名でございますが、立候補なさい

ましたのは高石の方でございまして、お名前を申

し上げますと、樋川昇様という方で、昭和３年１

１月３日生まれの方でございます。高石市の高師

浜一丁目２２の１５で、その方が立候補なさいま

して、その方だけで、１名ということで無投票当

選が確定いたしたところでございます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） ３回ですので、まとめて

ください。小山君。

○３番（小山広明君） 無投票というのは、せっか

く制度があって、それも１つの結果ではあると思

いますが、やはり泉南市に１９９名の被選挙権を

持っておる方がおるんですね、説明によると。や

はりそういう人たちが立候補する権利もあるわけ

ですから、十分その辺が周知徹底されておるのか、

知らされておるのかというのは、ちょっと今の説

明ではどうなのかはっきりわかりません。

我々も市内の中で動いとって、なかなかこうい

う選挙があるということ自身も余りわかりません

し、恐らくこれは大阪府が１つの選挙区なんでし

ょうね、こういう形で出てきてるということは。

だから、選挙を通して、海の問題をどうするかと

いうのを関係者が一般市民にも周知徹底していく

ようなことが選挙の大きな役割だろうと思います

ので、もう少しこういう選挙が行われる状況も、

投票率が上がることも大変大事ですけども、選挙

がまず行われるということも選挙管理委員会の大

きな役割ではないかと思うので、これは専決で出

てきておりますけども、もう少し議会の中にもこ

ういう選挙があるということを周知徹底をして、

市民にも多く知られた中でこういう制度が活性化

するようにぜひ努めていただきたいと思います。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます報告第３号については、会議規則第３７条第

－２６５－

２項の規定により、委員会の付託を省略いたした

いと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって報告第３号については、委員会の付託を省

略することに決しました。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより報告第３号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって報告第３号は、原案のとおり承認すること

に決しました。

次に、日程第５、議案第１号 泉南市教育委員

会委員の任命についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） ただいま上程されました議

案第１号、泉南市教育委員会委員の任命について、

提案理由の御説明を申し上げます。

泉南市教育委員会委員山上勝久氏は、平成１３

年３月２０日をもって任期満了となりますが、泉

南市教育委員会委員として最適任者と認め再任い

たしたいので、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第４条第１項の規定により、議会の同意

を賜りたくお願いするものでございます。

なお、山上勝久氏の経歴につきましては、議案

書３１ページにお示ししているとおりでございま

す。

甚だ簡単でございますが、本議案の説明にかえ

させていただきます。何とぞよろしく御同意賜り

ますようお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 質疑なしと認めま

す。

お諮りいたします。ただいま議題となっており



ます議案第１号については、会議規則第３７条第

２項の規定により委員会の付託を省略したいと思

います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって議案第１号については、委員会の付託を省

略することに決しました。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第１号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって議案第１号は、原案のとおり同意すること

に決しました。

次に、日程第６、議案第２号 泉南市教育委員

会委員の任命についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） ただいま上程されました議

案第２号、泉南市教育委員会委員の任命について、

提案理由の御説明を申し上げます。

泉南市教育委員会委員益邑玲子氏は、平成１３

年３月３１日をもって任期満了となりますが、泉

南市教育委員会委員として最適任者と認め再任い

たしたいので、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第４条第１項の規定により、議会の同意

を賜りたくお願いするものでございます。

なお、益邑玲子氏の経歴につきましては、議案

書３５ページにお示ししているとおりでございま

す。

甚だ簡単でございますが、本議案の説明にかえ

させていただきます。何とぞよろしく御同意賜り

ますようお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 質疑なしと認めま

す。

－２６６－

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第２号については、会議規則第３７条第

２項の規定により委員会の付託を省略いたしたい

と思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって議案第２号については、委員会の付託を省

略することに決しました。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第２号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり同意

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって議案第２号は、原案のとおり同意すること

に決しました。

次に、日程第７、議案第３号 泉南市と泉佐野

市との境界の一部変更についてを議題といたしま

す。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

案第３号、泉南市と泉佐野市との境界の一部変更

について御説明を申し上げます。

議案書の３７ページでございます。地方自治法

第７条第１項の規定により、平成１４年３月１日

から泉南市と泉佐野市との境界の一部を変更する

ことを大阪府知事に申請するため、議会の議決を

求めるものでございます。

今回、境界変更しようとする区域は、緑資源公

団による農用地総合整備事業が施行されており、

区画整理が進められております。当該区域は、両

市の境界が複雑に入り組んでおり、現行のままで

区画整理を進めますと、圃場が不整形となり、ま

た道路及び水路も複雑な路線とならざるを得ず、

計画的な区画の配置が困難となりますことから、

大型機械による農業生産作業に多大な支障を来す



こととなります。このため、区画整理本来の目的

である生産性の向上を図り、行政の円滑な執行に

影響を及ぼすことのないよう境界変更を行うもの

でございます。

対象面積は、４，７９８．３６平方メートルの等積

交換でございます。詳細につきましては、議案第

３号附属資料として配付いたしております資料に

記載のとおりでございます。

よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願

い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 和気君。

○１９番（和気 豊君） 行政が違うところの関係

の問題ですから、少しお伺いをしたいと思うんで

すが、当然行政のあり方について条例なんかによ

って不利益をこうむらないのかどうか。そういう

場合には何かそれを保障するものがあるのかどう

か。当然条例が違うわけですから、その辺もお聞

かせをいただきたいというように思います。

それから、もう１つ、こういうことはそういう

ことがない限り積極的に速やかに処理すべきだと

いうふうに思いますが、例えば泉佐野と泉南の関

係でいえば、例えば泉佐野大口ということで、泉

南市の中に深く入り込んで佐野の飛び地なんかが

あるわけですね。こういうものの処理については、

市として方向づけのようなものをお持ちなのかど

うか、その辺もあわせてお聞かせをいただきたい。

いろいろ不便な点も出てきているように思うん

です。例えば、そこに土砂なんかが搬出をされて、

非常に盛り土が大変な状況になっていると。住民

からも一時期危険性が指摘されたこともあるわけ

ですが、そういう問題等について、泉南市域であ

れば速やかに泉南市で対応できるわけですが、相

手が泉佐野市と、こういうことになりますから、

なかなかその当時うまくいかなかったようなこと

も記憶しているわけですが、その辺もあわせてお

示しをいただけたら、こういうように思います。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 和気議員さんの御質

問でございますけども、今回の境界の変更という

のは、農用地総合整備事業が施行されて区画整理

が進められているということの中で、整備前は境

－２６７－

界が複雑に入り組んでいたということでございま

して、区画整理を進めるということで圃場整備、

整形な土地にして大型機械等による農業生産の向

上を図るというのが目的でございます。

それと、現状としては、田んぼの真ん中で境界

を決めるということはなかなか手続としてはでき

ないということで、今回その区画整理した中で、

田んぼの畦畔界とか水路とか道路の関係で区画、

境界を決定したということでございまして、面積

的には泉佐野市から泉南市に編入する区域と泉南

市から泉佐野市に編入する区域については、どち

らとも４，７９８．３６ということで同じ面積での区

域ということで、変更しても現在の行政区域の面

積は変わらないということの中でございますので、

対等な境界の変更という形で今回処理ができたん

ではないかというふうに考えております。

それと、２点目の関係でございますけれども、

和気議員さんから御指摘のあった大口の飛び地、

泉佐野の区域でございますけれども、混雑してい

るということは認識をいたしておりますけれども、

現段階ではここを整理しようと思えば、一方的に

当市に編入をするのか、またはここを泉南市に区

域変更して同面積をどこかで泉佐野市に渡すのか

といういろんな問題がございますので、すぐにこ

の問題に取りかかるというふうなことにはならな

いというふうに考えております。

これは将来にわたって、泉南市と泉佐野市の大

きな課題の１つであるというふうに認識はいたし

ておるところでございますけれども、現状として

はまだ手がついていないというのが実情でござい

ます。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 第１点目、ちょっと私の

質問が舌足らずで理解しにくかったのかもわかり

ませんが、市が違うということで、当然このいわ

ゆる地権者の方が不利益をこうむることはないの

かと、こういう簡単な質問だったものですから、

いわゆる意義はよくわかるんです。だからペナル

ティーがなければ、そういう損益問題がなければ、

これは速やかにどんどんやるべきで、大口なんか

の処理もそうすべきだと、こういうふうに私提案

したんですが、やっぱり税なんかのあり方も、固



定資産税なんかについても当然標準税率をとって

いるところと評価税率をとっているところと、こ

ういうような違いなんかも、私は泉佐野のことは

わかりませんから、当然あるわけですから、そう

いう点は行政上問題なくても、行政間では、市同

士では問題なくても、いわゆる地権者そのものに

問題がないのかどうかということを聞いたんです。

○議長（奥和田好吉君） 若野企画広報課長。

○市長公室企画広報課長（若野和敏君） お答えい

たします。

まず、今和気議員御指摘の地権者の皆さん方、

これは泉佐野の上之郷、それから私ども兎田の地

区の方々で土地改良区を形成されておられまして、

そこで今のところ換地の方では結構スムーズにい

っております。それは御心配なく、大丈夫だとい

うことはお聞きしてますので、よろしくお願いし

ます。

○議長（奥和田好吉君） よろしいですか。

〔和気 豊君「答えになってない。そんなこと

聞いたんと違う」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 若野君。

○市長公室企画広報課長（若野和敏君） 失礼いた

しました。地権者の方々の換地はスムーズにいっ

ております、ただいま。（和気 豊君「そんなこ

と聞いてへんがな。不利益はないか」と呼ぶ）は

い、本人は納得していただいております。不利益

もございません。それは間違いございませんので。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

小山君。

○３番（小山広明君） 出されております議案は、

考えればこんなことするのは大変だろうなと直観

として思うんですね。これ、現況図とかいろいろ

説明をされておりますが、等価交換と言われてお

るんですが、これは何のためかというのは、圃場

整備とかそういうことをやることが１つ原因だと

思うんですが、これ、従来の境界は水路とか里道

とかセンターが大体中心に境界されとると。一部

は田んぼの地番で分かれてますが、今度線をかく

と全部これ、新しくこのことによって一帯にする

その圃場整備の状況がこれではちょっとわからな

いんでね、それがどうなるか。この境界上がです

ね。実際にそういう整備をした後は、道路が境界

－２６８－

になるのか、そういうところがちょっとわからな

い。

両方、泉南市と泉佐野にまたがって１つの圃場

整備がなされるのか、その辺のこれを必要とした

部分の最終の状況がこの図面には示されておりま

せん。現在の現状においての線はかかれておりま

すけども、その辺は出せないんでしょうか。実際

でき上がったときに、こういう区画がきちっとで

きて、ここが境界だよということは示されないの

かどうかですね。そこをひとつお願いをしたいと

思います。

これ、両方にまたがって何か一遍に合算してし

まって、従来の権利に基づいて各権利者に配当す

るわけでしょう。そこの図面というんか状況は、

ここの議会に示されないんでしょうか。

それと、これはやはりずっと境界を見てみます

と、水路とか川とかじゃなしに、こういう同じ一

帯の土地の中に境界線がずうっとあって、大変わ

かりにくい市域の境界になっておるんですが、今

回そういうことで線をかいた場合に、その辺のと

ころをひとつ御説明をいただきたいと思います。

それから、先ほど若野さんから、いや不利益は

ございませんと言われたんですけども、泉南市と

泉佐野市とは違うでしょう、状況が、例えば固定

資産税をかけるにしても。全くそういう点で同じ

なんですか。同じでなければ、面積は同じでも、

そら今まで泉南市であったものが泉佐野市になれ

ば、泉佐野市の条例、決まりによっていろいろ権

利制約を受けるわけでしょう。そやから、その不

利益はおまへんというのは一体何を意味しとるの

か、ちょっと聞いとってわからないんで、私もそ

れは関心があったんでお聞かせをいただきたいと

思います。

それから、４，７９８．３６というのは、これは実

測と理解していいんでしょうか、その辺を御説明

いただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 小山さんの言われる

完成形の図面がないんかということでございます

けれども、資料に出さしていただいております最

後の図面２枚ですね。ここに赤線の一点鎖線で入

ってる分が境界の線でございます。ですから、こ



の田んぼの中で現状の田の上に線を引いておりま

すけども、これが新しくできる田んぼの境界とい

うことでございまして、２枚目の図面では、水路

界とかそういうところも出てくるということでご

ざいます。

現在まだこの完成した図面というのはできてお

りませんので、これは換地終了後、また資料とし

てはお見せできるというふうに思いますけども、

現段階ではまだないということで御理解をお願い

したいというふうに思います。

それと、面積については、実測による面積とい

うことでございます。

○議長（奥和田好吉君） 中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） 境界線変更に伴いま

す地権者の利益、不利益を税制面からお答え申し

上げたいと思います。

面積が同じ面積だということ、地目が田んぼ、

原野、ため池という同じような対等な地目である

ということ、そして人口に移動がないということ、

こういったもろもろのものを総合しまして、また

用途地域が調整区域であるということで、そうい

う形でいいますと、税制面では、今詳しい正確な

数字は出ませんけれども、この書面で見る限りい

わゆる不利益はこうむらないであろう、恐らく従

来どおりであろうというような認識を持っており

ます。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） ここに出されておるのは、

これは現況図でしょう。現況図の上に線を書いた

わけでしょう。これをやる目的は、ここをいわゆ

る一帯に整備をするわけですね。例えば、３１６

の方であれば、その真ん中に線を引かれとるわけ

ですから、これは全部ガサッとして、もともとあ

った土地を換地して、権利は全体の中では公平に

行われるのはわかりますよ。

しかし、この境界線が実際できたときに、そこ

に水路が 水路か道路か何かで区切るというこ

とでしょうね。そうすると、かなりこの境界線上

に拘束されちゃうわね、その整備するときに。し

かし、そんな真っすぐにこれに合わして圃場整備

するわけじゃなしに、全体の中で圃場整備するわ

けでしょう。そうすると、やっぱりこの境界線と
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いうのは少し曲がっていくんじゃないかなと思う

んですが、この線上に合わして圃場整備するとす

れば、かなり整備が制約されるんじゃないかなと

思うんでね。

しかし、前みたいに 前は水路で仕切っとる

からいいんですが、こういう直線でかかれてしま

うと、やはり境界線が公的な施設によって境界さ

れるんじゃなしに、自分の私有地の中に境界がさ

れるんじゃないかなという感じを これは出て

ないからわかりませんけど 思うので、そうい

う完成図のレイアウト的なものは示していただか

ないと、実際はどこが泉南市になって、どこが泉

佐野市かというのがわからない。そういうちょっ

と疑問があるのでね。

中谷さんが説明されたのは、これは現況図でし

ょう。示されておるって、これは現況図でしょう。

だから、やはりこの交換によって決められた境界

線上が、実際にここにできてくる整備後の中では

どういうふうになるのか、そこをちょっと御説明

をいただきたい。

それから、今のところは現状が全部調整区域で

ありますし、人口に移動がないというのはちょっ

とよくわからないんですが、泉南市であったもの

が泉佐野市になったり、逆なことも起こってくる

わけですから、これはその地権者、持ってる所有

者が納得しとるというんであれば基本的にいいん

ですけどね。

だから、その辺がもし言葉だけじゃなしに、納

得しておるようなものが議会に示されればね。後

でそんなんわしら知らんかった、議会で勝手に決

めてというのも、ほかのことでもよく聞くことが

あるんですよ、私。だから、もう少し議会の方に

は、そういう一番関心のある地権者が、そういう

交換されることに全く同意しましたというような

ことが議会にわかるものがいただければ我々も判

断しやすいということで、ちょっとお願いをした

わけです。

以上、そういうことだけちょっと再質問させて

いただきましたので、御説明いただきたいと思い

ます。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 今、小山議員さんか



ら現況図ではないかということでございますけれ

ども、ちょっと法的な手続の関係を説明をさせて

いただきたいと思いますが、圃場整備で境界の一

部変更がなぜ必要になるのかということでござい

ますけども、圃場整備は農地の区画整理というこ

とでございまして、農地の整形化とか集団化を行

う。それと水路等の整備と一体的に工事を行うと

いうことです。それと、権利関係の整理もあわせ

て、換地ということで同時に行うというふうにし

ております。

ですから、換地計画におきましては、工事用の

区画の上に単純に法律上の区画を設定すると、１

筆の土地が市や字の区域を越えて定められること

になるということでございますので、このような

ことになりますと、法によります区域が決定され

ている趣旨に反するということでございますので、

このような問題に対して土地改良法では、換地は

１筆の土地の区域が２以上の市町村、大字または

字にわたるように定めてはならないという規定が

ございます。

そういうことで、今回換地を定めることと、市

境界を変更することを組み合わせることによって、

円滑に問題を処理をしようというものでございま

して、この今言いました現況図の赤線で引いてる

ところが田んぼの境界になるということで、筆界

になるということで御理解を賜ったらよろしいか

というふうに思います。

筆界になるということと、水路なんかで線を引

いてるところもありますけど、水路で境界になる

ところと、そういうことですから、１枚の田んぼ

が２つの行政区域にまたがってつくるということ

にはならないということでございますから、施工

については、この線に基づいて現場で施工して、

完成図をつくって換地をすると。登記についても、

２つの市町村にまたがっての所有権移転の登記は

できないということでございますから、こういう

形で換地も一緒にあわせてやるということでござ

います。

○議長（奥和田好吉君） 向井農林水産課長。

○事業部次長兼農林水産課長（向井清泰君） 市の

境界ということでございますけれども、泉佐野と

泉南市の境界は、今のところ従前地の上に線を引
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いておりますので、わかりにくいかと思います。

ただ、その青い線のところがちょうど道路または

水路になって、そこの色を分けた部分が境界にな

るはずでございます。まだ事業が完了しておりま

せんので、その確定した図面はいただいておりま

せんけれども、そこになる予定でございます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） ちょっと赤線の説明

の仕方が悪かったと思いますけども、議案の発送

のときに、議案第３号の参考資料としてお出しさ

していただいてる資料があろうかと思います。

この中で、最後の２枚目なんですけども、この

赤い太い線、これは里道、通常赤線と言われてる

ものですけども、この黄色と白の田んぼの中の境

界に赤の一点鎖線で引いてる分がありますね。こ

こが佐野と泉南市の境界になるということでござ

います。そういう赤線の表現の仕方をしたという

ことでございますので、よろしくお願いしたいと

思います。

○議長（奥和田好吉君） まとめてください。小山

君。

○３番（小山広明君） まとめてくださいって、こ

れ複雑な議案ですからね、２回ぐらいで明らかに

ならないですよ、議長も聞いておいていただいた

らわかりますけども。こういうように等価交換す

る目的というのは、圃場整備するわけでしょう。

圃場整備した後の 今はもう工事にかかっとる

んですから、こういう形で圃場整備をして、そし

て境界はこうなるんだというのを示してもらわな

いと、判断できないじゃないですかということを

言っとるんですよ。もう工事は始まっとるんでし

ょう、今の話からいえば。そしたら、この地域の

完成図がわかれば、完成したこの道路からこちら

は泉南市で、こっちは泉佐野市だとわかるじゃな

いですか。

そうか、あなた方の言う説明では、泉佐野市部

分だけを圃場整備しとるんですか。泉南市だけし

とるんですか。じゃないでしょう。またがってし

とるわけでしょう。今の説明では、またがってで

きませんからどうのこうのという説明もありまし

たけども、またがったところで２つ２つは境界上



に分かれとるんだと思いますけどね、圃場整備は

一帯でやっとるんでしょう、地域を越えて。違う

んですか。

だから、やっぱりこれが完成したときは、泉南

市と泉佐野市の境界がこうなるんですよと。これ

は現況だからわからないじゃないですか、田んぼ

の真ん中に線引いてあるわけだから。そういうこ

とをやはり最低限、これから泉南市の地域になっ

たらはっきりするわけですから、今はこれ現況で

はっきりしてますわね、水路で。これ関係なしに、

田んぼの真ん中に引いたわけで、そこに道路か何

かできるわけでしょう、拘束されずに。そういう

ことをちゃんと説明を、最低限議会に出してもら

わないと、やっぱりこれは一番肝心の資料がない

ですよ、これやったら。

ということを、議長言っとるんでね、２回で終

われといったってこれは終われないですよ、この

問題は。ちゃんと指導して出さしてください。最

低の図面です、それは。完成後の泉南市と泉佐野

市の境界。これは何も完成じゃないですからね。

これは現況図でしかないんだから。

○議長（奥和田好吉君） 質問と答弁がかみ合って

ないように思うから、質問をわかって答弁してる

のかいな。かみ合ってないように思うよ。答弁も

きっちりせんことには、３回と決めておりますの

で、そこらのところ協力してください。中谷市長

公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 先ほどから申し上げ

ておりますけども、図面については換地処分がま

だできておらないので、どこの位置にというきょ

うお出しできる資料はございませんけれども、こ

の議案の参考資料で出した後ろの３枚目には、境

界の線を入れさしていただいてるつもりです。グ

リーンと黄色ですね。泉南市に入る部分と、黄色

は泉南市から泉佐野に編入する部分。ですから、

大体直線で処理ができるようにしておるわけでご

ざいます。それの詳細図が下の３枚ということに

なるんですけどもね。ですから、この後ろの３枚

目は、これが泉佐野から泉南市に来る分ですね。

この中で田んぼの区画をつくっていくということ

です。

ですから、この線のところには、田んぼの畦畔
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ですね、あぜができると。ですから、田んぼがこ

ういう境界に２つにまたがって１つこういうふう

につくるということではないと。ここにきちっと

した筆界、あぜをつくるということでございます。

そこが境界線になるということですね。

ですから、換地が終われば、田んぼのできた形

状なんかの図面も落とした中で、後ほど資料とし

てはお出しできますけども、現在はこの測量図に

基づいて議案を受けて申請をして、許可を得て換

地処分をするということですから、今そこまでの

資料というのはないということでございます。

ですから、この測量に基づいて同じ面積でやり

とりをするということで、議案として上げさせて

いただいてるということで御理解をお願いしたい

と思います。

〔小山広明君「議長」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 今ので納得できたんです

か、できてないんですか。

〔小山広明君「ちょっと確認だけしときたい」

と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） そうすると、この泉南市と

泉佐野市の境界が全体図ではほぼ直線で引かれて

おるということで、ここでこれからこの線をもと

に泉佐野市と泉南市にまたがる一帯の土地を整備

をしていくと、こういう理解でいいわけですね。

そうすると、泉佐野市の人が泉南市に来たり、

泉南市の人が泉佐野市に行くというのは、全体で

は等価交換ですけども、個人個人に置きかえるな

らば、全く泉南市に行く方と泉佐野市に行く方が

できると、こういうことになるんですね、そうす

ると。全体ではイコールですけども、個人でいえ

ば、今まで泉南市であった人が泉佐野に行くとか、

そういうことになるという理解でよければ、それ

で結構です。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 先ほど申し上げまし

た境界の線に基づいて既に施工前に測量しており

ますから、それをポイントを落として、きちっと

この図面の形で工事は仕上げるということでござ

います。それはちゃんと復元はできるということ

でございます。



それと、個人個人の換地については、当然、今

小山議員が言われましたように、泉南市の人が泉

佐野の土地を取得する可能性も出てくると、佐野

の人が泉南の土地を取得する可能性も出てくると。

それはこの圃場整備の中で、皆さん話し合いの中

でどこを取るかということは決めるということで

ございます。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第３号については、会議規則第３７条第

２項の規定により、委員会の付託を省略いたした

いと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって議案第３号については、委員会の付託を省

略することに決しました。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第３号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって議案第３号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

次に、日程第８、議案第４号 市道路線の認定

についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

案第４号、市道路線の認定につきまして、その概

要を御説明申し上げます。

提案理由でございますが、道路法第８条第２項

の規定により、つつじケ丘住宅府道線ほか１０路

線の認定について、議会の議決を求めるものでご

ざいます。

市道認定につきましては、都市計画法第４０条
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の規定により、新たに公共施設として本市に帰属

を受けた道路を道路法の適用を受ける道路として

管理していく必要があるため、新規認定を行うも

のでございます。

今回の認定路線につきましては、１１路線、総

延長１，５８５メートルでございます。路線名等の

詳細は、議案書の３９ページから４０ページに、

その位置は４１ページから５９ページに記載のと

おりでございます。

以上、簡単ではございますが、説明とさせてい

ただきます。御承認賜りますようよろしくお願い

申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 真砂君。

○５番（真砂 満君） それでは、何点かお聞きを

したいと思います。

今回の市道認定は、さきの説明にあるように、

つつじケ丘初め１０路線であります。地図を参考

にして場所の確認をさせていただいてるんですが、

別所を除いてほとんどが新興住宅を中心とする市

街化のとこだというふうに思います。

そこでお聞きをしたいんですが、今回この１１

路線認定をされようとされるわけなんですが、ほ

かに希望されているような市街化地の中でこうい

った路線が存在しないのかどうか、その点まず１

点。

それと、認定基準というのがあろうかというふ

うに思うんですが、この基準の中では、当然一般

交通の用に供しているもの並びに公共性の高いも

のというふうに定められておりまして、それにつ

いて項目があろうかというふうに思っていますけ

れども、この別所の路線についての一般交通の用

に供しているという現況を説明をしていただきた

いというのが２点目。

それと、市道認定をすることによるその地域な

りその道路隣接者というか地権者のメリットです

ね。それはどういうものがあるのか。それと逆に、

市が寄附を受けて管理をしていくということにな

りますから、デメリットというふうな言い方はお

かしいかなというふうに思いますけれども、認定

をすることによって今後予想される負担増ですね。

管理をしていくために供する負担はどうなってる



のか。また、あわせて現況の認定路線、かなりあ

ろうかというふうに思ってますけれども、例えば

メーター当たりの管理費用は今どの程度になって

おるのか、お示しをいただきたいというふうに思

います。

それと、別所の部分につきましては、他の路線

と違って山間部ということもあって、勾配の問題

も出てこようかというふうに思いますけれども、

僕もあの地域は余り行ったことないのでよくわか

りませんが、その勾配の方はどういうふうになっ

ておられるのか、お示しをいただきたい。

それと、最後に、当然登記の手続なり費用の問

題が出てきますが、この種の問題はどういうふう

になっておるのか、お示しいただきたいと思いま

す。

○議長（奥和田好吉君） 土岐道路公園課長。

○事業部道路公園課長（土岐久雄君） 何点か御質

問がございましたので、現況についてまず御説明

させていただきます。

現況といたしましては、市道上之郷線ですか、

それから山手の方へ行く路線でございます。そし

て、この池の最終のところにつきましては、近畿

自動車道松原那智勝浦線と申しまして、俗に言う

阪和道ですけども、そこへの進入路等になってご

ざいます。そして、その奥につきましては、兎田

地区と別所地区の共有林がございます。

そして、認定することによって維持費はどうな

るのかということでございますけれども、今現在

３５４路線ございまして、維持費としまして年間、

道路新設改良費と道路維持費を合わせまして１億

６，０００万から７，０００万円で推移してございま

す。そうしますと、延長で約１７０キロございま

すので、メーター当たりに直しますと……。

そして、勾配ですけども、道路の勾配につきま

しては、道路法では最悪、特別な事情がある限り

は１２％まで認められるという形でございます。

私ども現場を確認しておりますと、七、八％程度

の勾配でおさまっております。そして、道路の幅

員といたしましては、４メートルから４．５メータ

ーでございます。

そして、これに伴う登記の費用ですけども、こ

れらにつきましては既に泉南市の方に寄附という
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形で、平成２年から平成３年にかけて寄附を受け

てございます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 真砂議員御質問の１点

目の今回の認定の１１路線以外に市の方に対して

認定の要望があるのかどうかということでござい

ますが、認定以前に市の方で用地の帰属をしてく

れという路線とか、そういうものがかなりござい

ます。市として引き取るには、最後におっしゃら

れたように、いろんな意味で公的な負担をしなけ

ればならないということもございますので、帰属

の申し出があった場合には、できるだけそれぞれ

の道路構造物の整備をしてください、それからま

た底地については寄附者なりの方できちっと整理

をしてくださいと、そういうお願いをいたしまし

て、それから当然基準に合うような幅員なり構造

物で隣地を明確にしてください、そういうような

お願いをしておるところでございます。

今後、開発以外の道路も当然、市が整備を進め

なければならないわけでございますけども、生活

道路としての必要な路線ということでしたら、積

極的に寄附をいただけるものは寄附をしていただ

いて、道路認定をやっていきたいというふうに思

っております。

それから、別所大谷池線のことでございますけ

ど、これについては既に建築物も張りついており

ますし、それから用地につきましては、先ほど課

長が申しましたように、もう既に市の方に帰属を

受けておりますので、維持管理は当然かかるわけ

でございますけども、現実的には市が現実管理を

いたしておりますので、今回認定をさせていただ

きたいということで議案上程させていただいたと

ころでございます。

○議長（奥和田好吉君） 真砂君。

○５番（真砂 満君） ちょっと部分的に答弁が抜

けてるかなと思うんで再度言いますが、非常に申

しわけないんですが、議案が出てるのに現場も見

てなくて質問するのもどうかというふうに思うん

ですけども、一般的に他の１０路線、これ以外の

１０路線を見ても明らかなように、大体民家が張

りついてたり住宅地の中であったりというのが一



般的かなというふうに思うんですよ。

それで、別に山間部だから市道認定はおかしい

というつもりはございませんけども、この地図で

見る限り、今建築物も張りついているということ

で、ちょっとその理解がなかったんで、私の方が

おかしいんかわかりませんけれども、パッと見た

感じ、山の中の道と違うんかいというのがまず端

的に感じたところです。

それで、地図を見れば、確かにこれは阪和道で

すね。これは接続じゃないですね。接続であれば

よくわかるんですけども、アンダーですよね。こ

のままずっと行って、どこへ行くのかな、行く先

はどこかなと思ったら、山の中じゃないのかなと

いうふうに思った点、疑問に感じた点はそういう

とこなんです。

それで、そういったところも含めて、市道とし

て認定が可能なのかどうか、それを教えていただ

きたかったのと、それと１個抜けてたのは、地区

並びに、当然市道認定されるのは４メーター以上

の道ということが条件ですから、一定整備された、

多分底の関係もきちっとされてなかったらだめだ

というふうに思ってますから、そのこともされる

ということになれば、道として整備されたものと

して市が受けるということだと思いますから、地

区においても、またその道と接続する地権者にと

っても、使い勝手のいい道というふうな感覚でさ

れることだというふうに思うんで、その辺のメリ

ットというのはどうなのか、今抜けてたと思いま

すから、その辺もお答えいただきたいと。

それと、今答弁聞いてまして、平成２年、３年

で既に手続の方は終わってるというふうに答弁さ

れておりますけれども、この基準からいいますと、

登記の手続は市が行うことになってますね。それ

に伴う費用については、その所有者の負担だとい

うふうに明確に書かれてるんですが、そういった

手続も全部地権者の方がやられたんですか、そこ

らはどうなんです。

○議長（奥和田好吉君） 土岐道路公園課長。

○事業部道路公園課長（土岐久雄君） 平成２年か

ら３年にかけての泉南市への寄附に伴います登記

の費用につきましては、寄附採納という形でござ

いますので、市の方が行ってございます。

－２７４－

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 別所大谷池線、これは

確かに山間部の道でございまして、こういう例が

あるのかということでございますけども、恐縮で

ございますけど、私、岡中の例を挙げますと、公

共施設といわゆる接続するという部分がございま

して、此ノ熊池線とか、今農業公園でやっており

ます新池線、これについてはいわば実質的な農道

でございますけども、かなり以前から池といわゆ

る既存の道路をつなぐという道路の認定をいたし

ておるところでございます。

○副議長（谷 外嗣君） 真砂君。

○５番（真砂 満君） 済みません、先に質問のこ

とだけ言います。その市道認定することによって、

地元なりその道路接続の地権者なりのメリットで

すね。それはどういうものがあるんか、お示しを

いただきたいという点。

もう３回目ですから最後にします。公共物、公

共性の問題ですね。確かに池というのは公共性が

あると言えばあるというふうに思うんですけども、

この基準に書かれてるのはやはり学校とか公園、

その他となってますから、その他の解釈を広げよ

うと思えば何ぼでも広げられますから、それをす

べて公共物やと言うてしまえばそれまでかもわか

りませんけども、私らの普通の感覚というか通常

の感覚でいえば、池から道路の接続じゃなくて、

やはり道路と道路の接続の路線というのが１つの

基準ではないのかなという気がします。それが間

違ってたらまた指摘をいただきたいなというふう

に思うんですが。

それとあわせて、建築物が既に張りついてると

いうような説明がありましたけども、あのあたり

は当然調整区域ですよね。場合によっては、近郊

緑地があるのかどうかちょっとわかりませんけど

も、調整区域だろうというふうに思いますから、

その建造物、建築物というものは許可を受けたも

のなのかどうなのか。仮に無許可なり不法建築で

建ててたものも含めて、建築物が既に張りついて

るというんではおかしいのではないかなというふ

うに思いますから、その辺どうかお示しをいただ

きたい。



○副議長（谷 外嗣君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 市道認定することによ

ってどれだけ要するに地権者にメリットがあるの

かということでございますけども、今考えますに、

市道に面している土地というのは、当然市道に面

してない土地よりも資産価値があるというのは、

これは１つだと思います。

それから、今度そこに建築物を建築する場合、

当然市道になっておるわけでございますから、こ

れは幅員とかそういうのが関係してくるわけでご

ざいますけども、田んぼ以外に利用が可能になる

という場合もございます。

それと、現在張りついているという建築物は、

私、現場も最近見てませんけども、３建築物ぐら

いあったんではないかなということでございます。

ただ、それらがすべて建築確認を取って建築され

たものであるかどうかというのは、ちょっと今の

段階ではわかりかねますので、調べて御報告もさ

せていただきたいと。今現在ちょっと私、存じ上

げませんので、調べて御報告もさせていただきた

いというふうに思っております。

○副議長（谷 外嗣君） ほかに。 小山君。

○３番（小山広明君） この道路認定をすることで、

交付税の財政標準、どれだけの財政規模かという

ことの中で、道路の延長なり面積というのはその

対象になると思うんですね。それで、交付税の交

付額の算定基準になると思うんですが、これは道

路の幅員とかいろいろあるからちょっと詳しくわ

かりませんが、こういう公共施設がふえれば当然

それの管理が絶対必要なものとしてあるわけです

から、そういう点で交付税の算定にどれぐらい今

回の道路認定によって寄与がされるのか、その辺

の御説明をいただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 石橋財政課長。

○総務部財政課長（石橋康幸君） 小山議員の御質

問にお答えいたします。

交付税につきましては、基準財政需要額、そし

て基準財政収入額、その差額が交付税として交付

されてるということでございます。その中で、基

準財政需要額の中に道路の面積、また道路延長に

ついて基準財政需要額が変わってくるということ

でございます。

－２７５－

それで、ちなみに面積につきましては、一応１，

０００平方メートル単位で１２万２，０００円の需

要額があると。そしてまた、延長につきましては、

１キロメートルで６７万円の地方交付税の需要額

に算入されてるということでございます。ただ、

この１キロメートル掛ける６７万円がイコール需

要額というわけにはいきません。といいますのは、

その間に一応補正の係数とか、いろいろと係数を

掛けてるということでございます。一応算定の基

準には、道路延長、そして道路面積が含まれてる

ということでございます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） １，０００平米と言われたの

は、要するに１，０００平米以上でないと算定基準

にならないという意味なのか、その辺がちょっと

わからないので。

しかし、さっき言ったように３５４路線、１７

０キロあるということですから、この１，０００と

いう基準がそれだけじゃちょっとわからないです

ね、答弁聞いとっても。

それから、１キロメートル当たりは６７万円と

いう基準財政需要額というのが算定されると。し

かし、係数があって、どういう係数を掛けるかわ

からないという答弁だったんですが、知りたいの

は、今回これだけの認定を １，５８５メートル、

１．５キロでございますが、これによって基準財政

需要額というのはどれぐらいアップして、交付税

がどれぐらいたくさんおりてくるのか。市税の収

入によってはそら違うと思いますよ。しかし、今

回のこの認定によって泉南市の額というのはどれ

ぐらいになるんかですね。

６７万円といったらかなり金額が高いように思

うんですね。さっき言ったように、新設も入れて

キロメートル当たり９４万円ぐらい泉南市は予算

をかけとるという御報告がありましたけども、新

設を入れてですからね。そういう点ではキロ当た

り６７万円あれば あればと言ったらおかしい

が、それぐらい維持費がかかると国が基準的に見

とるのかなということはよくわかるんですが、そ

ういう点で関心はそういうところなんで、そこに

絞ってわかるように御説明をいただきたいと思い



ます。

○議長（奥和田好吉君） 石橋財政課長。

○総務部財政課長（石橋康幸君） 交付税の関係で、

面積は１，０００平方メートル単位で１２万２，００

０円が交付されるということでございます。ただ、

１，０００平方メートルを切れる場合は、例えば５

００平米でしたら、これは四捨五入で算入されて

おります。例えば５００でしたら当然算入される

と。四捨五入の中で算入、そしてまた切り捨てと

いう部分が出てきます。

それとあと、延長について、この路線を市道認

定することによってどれだけの交付税が算入され

るかというのは、私ども今のところ試算はしてお

りません。いろいろ係数等もございますし、そし

てこれを認定を受け、可決していただきまして、

１４年度以降の交付税に影響してくると、はね返

ってくるということでございます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） だから、わからないという

んではなしに、こうやってやっぱりあなた方が市

道認定を出すということは、そういう意味が実際

あるわけでしょう。これは、本来は議案説明の中

でちゃんとしないといかん問題だと僕は思います

よ。このことによってこういうように財政に寄与

するんだと。そのことが質問じゃなしに、ちゃん

とやっぱりあなた方から 僕も最近こういうこ

とを情報を仕入れて質問しとるわけですけどね。

やっぱりそういう議案を出すためには、この議

案のメリットは何だということをちゃんと報告す

るようにしてもらわないと、ただ市道認定しただ

けだと、費用がかかるやないかという議論で終わ

ってしまうわけですね。わからないといっても、

１つの例を出して、これは市税収入との関係性が

あるから、実際の交付税がどれだけ出るかという

のはわからんにしても、その基準財政需要額とい

うのは出るんじゃないですか。泉南市としては、

国の基準の数字に合わせれば、現在の公共施設は

全部わかっとるわけですからね、今回の認定によ

って大体５０万円ぐらい交付税がふえるとか、そ

の程度はやはりアバウトでも報告をしてもらった

方が私は議論に厚みが出ると思いますのでね。

－２７６－

わからないということでありますから、そうい

うことが大体わかれば、また議会の方にも御報告

いただきたいと思います。いずれにしても寄与さ

れると、交付税に反映されるということだけは間

違いないですね。

○議長（奥和田好吉君） よろしいですか。

○３番（小山広明君） はい。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

松本君。

○１１番（松本雪美君） １点だけ聞きたいんです

が、４９ページのこれは何と読んだらいいんでし

ょう、牧野日念田線というんですか、これは信達

樽井線から宮脇書店のところをずっと入っていけ

ば信達小学校に突き当たるわけですけど、その信

達小学校に突き当たる道から北側に１本、旧の道

があるんですね。その旧の道の両側に工場跡地を

住宅地に開発をしてるということで、その中の新

興住宅地、ミニ開発地の中を市道認定ということ

であるのはわかるんですが、旧道の部分をかぎ形

に、こういう形で旧道の部分を何メートルですか、

これやったら２０メーターぐらいあるんでしょう

かね、その部分を含めての市道認定になってます

が、私も現場はわかってるんですが、全体の旧道

部分が市道認定を今までされてなかったというこ

とで理解をしていいんでしょうか。なぜこの部分

だけになったのかということで聞かしていただき

たいんですが。

○議長（奥和田好吉君） 土岐道路公園課長。

○事業部道路公園課長（土岐久雄君） ４９ページ

の牧野日念田線「まきのひねだせん」と申すと思

います。これにつきましては道路を隔てて右左に

開発になっておりまして、こういう場合は、旧の

路線を認定してた場合は、重用という形で認定に

なります。そういう形でございます。（松本雪美

君「認定されてるんですか」と呼ぶ）これにつき

ましては確認しますので、しばらくお待ちくださ

い。

○議長（奥和田好吉君） 土岐道路公園課長。

○事業部道路公園課長（土岐久雄君） 先ほどの松

本議員さんの御質問ですけども、この部分につき

ましては、柴田紡績日念田線で既に認定してござ

います。そして、その上に重複認定という形でご



ざいます。

以上でございます。

〔小山広明君「議長、議事運営で」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） 先ほど何か具体的に認定し

てある道路の上にもう一遍重なれば２つやるとい

うんだけど、それやったら先ほど言った道路面積

全体の長さとか、その関係ではちょっとおかしい

んじゃないですか。だから答弁的にちょっと納得

できないんで、重用にした場合には距離面積とい

うのは、そういうことを勘案してちゃんとしてお

るとか、そういう説明がないと、さっきの答弁で

は矛盾した理解しかできないんですけども、そこ

を整理して答弁いただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 土岐道路公園課長。

○事業部道路公園課長（土岐久雄君） 重用の認定

につきましては、重なってる部分と、そして新た

に認定する分と分けて台帳には記載してございま

す、メーター数も。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） よろしいですか。ほかに

ありませんか。 以上で本件に対する質疑

を終結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第４号については、会議規則第３７条第

２項の規定により委員会の付託を省略いたしたい

と思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって議案第４号については、委員会の付託を省

略することに決しました。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第４号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって議案第４号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

次に、日程第９、議案第５号 職員の退職手当

－２７７－

に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

てを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

案第５号、職員の退職手当に関する条例の一部を

改正する条例の制定について御説明を申し上げま

す。

提案理由でございますが、雇用保険法の一部が

改正されたことにより、国家公務員に係る失業者

の退職手当について、改正後の雇用保険法に定め

られた失業給付の水準を確保する旨の措置が講じ

られたことに伴い、地方公務員の退職手当制度に

おきましても所要の措置を講じる必要から、職員

の退職手当に関する条例の一部を改正するため、

地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の

議決を求めるものでございます。

議案書の６３ページをお願いいたします。今回

の改正内容でございますが、今回は現行条例の第

１０条を改正いたすものでございます。雇用保険

法におきまして、経営破綻などでやむなく離職し

た場合や、定年や自己都合により退職した場合な

ど離職理由の違いにより給付水準に格差をつける

という趣旨から失業者の失業給付の支給期間が変

更されたこと、就職が困難な者に対する所定給付

日数が延長されたことにより、引用しております

条項等を改正するものでございます。

なお、配付いたしております議案参考資料の２

ページに、若干の説明と具体の例を記載いたして

おります。また、それとは別とじになっておりま

す参考資料、これの１ページ以下に条例の新旧対

照表及び現行条例を記載いたしておりますので、

御参照いただきたいと存じます。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。よろしく御審議の上、御承認賜ります

ようお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 小山君。

○３番（小山広明君） もう少しこの改正の趣旨を、



大変大きな意味を持った改正だと私は理解しとる

んですが、もう少しこういう改正の意味を私たち

にわかるように詳しく、条文によってじゃなしに

趣旨的に、この制度によって公務員なり、また民

間の人たちの公務員の場に働いてくることがしや

すくなったのではないかと思うんですが、そうい

う点の趣旨をちょっと御説明いただきたいと思い

ます。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 今回の改正でござい

ますけれども、先ほども提案説明させていただき

ましたように、雇用保険法の改正に伴うものでご

ざいます。

従来、雇用保険法では、雇用保険の給付を受け

られる期間は離職の日の翌日から起算して１年で

あったものが、雇用保険法の改正によりまして、

原則当該期間を１年としつつも、受給資格者の区

分によって、３０日なり６０日の期間がこれにプ

ラスされたということが改正の主なものでござい

ます。退職の状況によっては短くなった分もござ

います。

それと、この条文の改正については、雇用保険

法の引用の条項を改正するものが主なものでござ

いますが、今回泉南市の職員の退職条例第１０条

につきましても、改正につきましては、公務員は

民間労働者のような景気の変動による失業が予想

されにくいこともありまして、余りこういうこと

が対象になってなかった、適用除外職種となって

いたわけでございますけれども、今回趣旨目的か

ら退職後の失業している場合も、同法の失業給付

程度のものはこれを保障する必要があるというこ

との中から、これを改正されたものでございます。

ちなみに、市の職員の場合は、おおむね新規採

用から３年勤続以下がこの対象になるというふう

に考えておるところでございます。

以上、簡単でございますけれども、趣旨の説明

でございます。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） 説明を聞いてももう一つよ

くわからないんですが、このことで公務員の働く

環境がどう変わるのかですね。これは大きな意味

では、やっぱり公務員と民間との働く者の交流が

－２７８－

よりスムーズに今までよりはされるという、そう

いう趣旨が大きくあると思うんですね。その保障

するということは、民間であれば４０日以内です

か、解雇通告すれば解雇できるわけですが、公務

員の場合にはそういうことがないから失業保険と

いう制度もないと。それが逆に言えばそういう役

所といえども、やはり同じ労働者として経営者の

都合でやめてもらわないかんことが出てくるとい

うことも議論としてあって、民間ではそれが行わ

れておるわけですね。公務員にはそういう保障が

ないから、それはできないですわね。

私は、そういう経営的な立場だけで、経営が苦

しいから人を切るということはそう軽々にするべ

き問題で絶対ないと思うんですが、むしろそうい

う民間の労働者の立場に公務員も置くというよう

な趣旨がこの法改正にはあるのではないかと、そ

ういうように私は理解しとるんですが、大きく言

えばそういうことではないんですか。

そうなってくると、３年以内にどうのとかそう

いう問題じゃなしに、この法改正の持つ意味とい

うのは大変大きな意味を持ってくる。公務員には

スト権とか団結権というのは認められておりませ

んから、正式には職員は労働組合という方式はと

ってないですね、組合じゃないわけですから。そ

ういう点で、もっと労働者に対してのきちっとし

た権利も一方では与えないといけないわけですね。

民間では団結権なりそういうものはちゃんと憲法

でも保障されとるわけですから。それは憲法の趣

旨からいえば、公務員はそれは与えられてないと

いうことで一定の保護がされてきたことが今大き

な議論になっとるわけで、そういうことに１つの

道を開く内容を持った改正であると、このように

私は理解しとるんですが、全然それは的外れなん

ですか、どうなんですか。

○議長（奥和田好吉君） 蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） 説明が不十分で申しわけご

ざいません。

基本的に地方公務員の身分関係について今回の

改正で変更を加えようというものではございませ

んで、地方公務員の身分関係についてはこれから

国の方で検討がされるというふうに伺っておりま

すけども、現在そのような法改正は現実のものと



なっておりません。

今回の法改正に伴う条例改正の趣旨でございま

すけれども、地方公務員、国家公務員もそうであ

ったわけですけれども、先ほど答弁申し上げまし

たような趣旨から、法律により身分が保障されて

おるということで、雇用保険法の対象から外れて

おるということでございまして、今回と申します

か、これまでも一定の者につきましては退職後に

失業している場合に、退職手当の額が雇用保険で

定められた失業給付の額を下回るような場合には

その分の差額を支給するというのが、この私ども

の条例の第１０条に規定されておるわけでござい

ます。

今回、雇用保険法でその支給日数についての変

更がございましたので、その引用している部分を

改正すると、こういう趣旨でございますので、身

分関係に変動を加えるというものではございませ

ん。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第５号については、会議規則第３７条第

２項の規定により、委員会の付託を省略いたした

いと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって議案第５号については、委員会の付託を省

略することに決しました。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第５号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって議案第５号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

次に、日程第１０、議案第６号 報酬及び費用

弁償条例の一部を改正する条例の制定についてを

議題といたします。

議案書を朗読させます。

－２７９－

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

案第６号、報酬及び費用弁償条例の一部を改正す

る条例の制定について御説明を申し上げます。

議案書の６５ページでございます。提案理由で

ございますが、選挙制度の改正に伴い投票時間が

延長されたことにより、投票立会人の負担を軽減

するため立ち会い時間に区分を設けることから、

報酬についても当該区分に応じた支給方法に改め、

また開票立会人の報酬についても支給額の明確化

を図るため、支給単位について変更を加える必要

から本条例を提案するものでございます。

６７ページをお願いいたします。改正の内容で

ございますが、別表中、投票立会人の日額１万１，

５００円を立ち会い時間が７時間を超える者には

日額１万１，５００円に、立ち会い時間が７時間以

下の者には日額５，７５０円に改め、また開票立会

人の日額１万１，５００円を１選挙１万１，５００円

に改め、これを次の選挙から施行しようとするも

のでございます。

以上、甚だ簡単でございますが、説明とさせて

いただきます。よろしく御審議の上、御承認賜り

ますようお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 真砂君。

○５番（真砂 満君） 簡単にお聞きをしておきた

いというふうに思います。

投票立会人の関係でいろいろ御要望もあって、

このような形がとられたんだというふうに思うん

ですけども、１つは７時間を超えるのが１万１，５

００円、従来どおりだというのは、これは理解で

きるんですけど、７時間未満でそのちょうど半分

ということですよね。ただ、この時間数だけで見

ますと、７時間が一定の基準ですから、その直近

の時間差によって非常に不公平があるのかなとい

う点がまず１点。

それと、例えば丸々１日かなわんと。だから、

７時間未満という人が多数を占めることになった

場合、投票立会人の総数ですね、そのあたりはど



うなるのか、お示しをいただきたい。

それと、開票の立会人の関係ですけれども、こ

れは今までですと１２時を一定の基準で１日、１

日という計算をされてきたというふうに思ってま

す。これが１選挙という形になりますと、いろい

ろ投票時間の延長に伴って開票時間が非常に遅く

なってきたと。それで、翌日開票というような動

きも若干出てきてるわけなんですが、そのあたり

の兼ね合いですね。投票時間の延長に伴って開票

時間が深夜にまでずれ込むと。それが１選挙とい

うくくりでどうなのか、そのあたりの懸念はない

のかどうか、お示しをいただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 津野総合事務局長。

○総合事務局長（津野和也君） ３点御質問があっ

たと思います。

まず、第１点目の７時間を境の問題でございま

すが、これは私どももいろいろ考えたわけです。

そして、他市の状況等も踏まえていろいろ考えた

わけでございますが、他市の場合、６時間１５分

ですか、現実的な形できちっと区切ってるところ

もあれば、半日とかいう書き方、いろいろあるわ

けです。

現実的に私ども７時間にさせていただきました

のは、選挙が延びたことによりまして、拘束時間

が１３時間になるわけでございます。ただ、１３

時間を割りますと６時間３０分ということでござ

いますが、現実的な問題、次の人の来ていただく

のがちょっとおくれたとか、それにやはり大事な

立ち会いということもございますので、引き継ぎ

時間等々も含めた形で、よそよりも３０分長いよ

うな形で７時間という形で区切りを入れさせてい

ただいたわけでございますが、現実的には半日で

５，７５０円、１日丸々出ていただいたら１万１，５

００円という形になってくるかと思うんです。

そして、立会人でございますが、現実今２１投

票区がございます。そして、本市の場合、大体各

投票所３名から４名の立会人さんをお願いをして

るわけでございますが、そういう形で今まで従来

の選挙では立会人が約７０名でございました。そ

して、この立会人が何人になるかということは、

各投票所によっても違ってくると思いますし、中

には丸々１日、私とこの投票区はやりたいとかい

－２８０－

う方もあると思いますし、こういうことで各個々

にばらばらにしますと、その日にお金を支払いす

る都合等々もございますので、まず半日の体制を

とるのか１日の体制をとるのかは、これは各投票

区ごとでまた決めていただくという形でお願いを

したいなと考えております。

ですから、私もこの１年で２回選挙をやってま

いりましたが、選管の委員長なり市長なりがお回

りになったときに、各投票所の何カ所かからは半

日、もっと楽にならんのかいというような選挙区

もございましたので、そういうところについては

立会人の数はふえるかと思いますが、これについ

て最終的に何人になるのかというのは、ちょっと

今の時点ではわかりかねます。

そして、開票立会人でございますが、この部分

につきましても、私どもは他市の状況なりを参考

にいたした結果、従来でしたら２時間早く開票が

始まっていたわけでございますが、現実的な形と

して開票が２時間おくれになってくるわけでござ

います。そういうことを考えますと、投票立会人

の報酬等々を考えていきますと、ちょっとアンバ

ランスもあるんではないかなあと。そして、他市

の方につきましても、この日額については１選挙

という形におおむね皆変えてきておりますし、こ

れの方がいいんではないかなという形でさせてい

ただいたということでございます。

よろしくお願いいたします。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第６号については、会議規則第３７条第

２項の規定により、委員会の付託を省略いたした

いと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって議案第６号については、委員会の付託を

省略することに決しました。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより議案第６号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と



することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって議案第６号は、原案のとおり可とすること

に決しました。

次に、日程第１１、議案第７号 職員の再任用

に関する条例の制定についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

案第７号、職員の再任用に関する条例の制定につ

いて御説明申し上げます。

６９ページをお願いいたします。提案理由でご

ざいますが、我が国が本格的な高齢社会を迎える

中で、職員が長年培った能力や経験を有効に活用

するとともに、公的年金の支給開始年齢が引き上

げられることを踏まえ、雇用と年金の連携を図る

趣旨から、地方公務員法等の一部が改正されたと

ころでございます。

これに伴いまして、本市におきましても、定年

退職者等が条例で定める年齢までの間、改めて採

用し勤務ができる再任用制度を制度化し、あわせ

て関係する条例の一部を改正するものでございま

す。

７２ページをお願いいたします。附則の第１条

でございますが、この条項はこの条例の施行日を

平成１３年４月１日からとするものでございます。

附則の第２条は、消防吏員等につきましては、

本条例の適用日を平成１９年４月１日からとする

ものでございます。

附則第３条及び第４条は、年金の支給開始年齢

が段階的に引き上げられることに伴い、定年退職

者等が再任用職員として在籍できる期間の特例を

定めるものでございます。

附則第５条は、新たな再任用制度の制度化に伴

い、現行の再任用制度を廃止するものでございま

す。

附則第６条は、再任用短時間勤務職員の勤務時

間は、休憩時間を除き１週間当たり１５時間３０

－２８１－

分から３２時間の間で任命権者が定めること。ま

た、任命権者は再任用短時間勤務職員について、

月曜日から金曜日までの間に週休日を設けること

ができること。また、再任用短時間勤務職員の年

次有給休暇は、勤務時間を考慮し、２０日を超え

ない範囲内で規則で定める日数とすることなどで

ございます。

附則第７条は、再任用短時間勤務職員に対し部

分給与を付与することができるものでございます。

附則第８条は、再任用職員の給料や諸手当につ

いて規定するものでございまして、再任用職員の

給料月額は、その者に適用される給料表の再任用

職員の欄に定める給料月額のうち、その者の属す

る職務の級に応じた額とし、別表で掲げておりま

す。また、再任用短時間勤務職員の給料月額は、

この給料月額を基礎に勤務時間に応じた額とする

こと。また、再任用職員の給料は昇給せず、住居

手当、扶養手当を支給しないこと。また、再任用

職員の期末手当につきましても、３月期が０．３月、

６月期が０．８月、１２月が０．９月、また勤勉手当

は６月期及び１２月期がそれぞれ０．３月とするこ

となどをこの条項で定めております。

８１ページをお願いいたします。附則第９条は、

再任用短時間勤務職員の月額で定める特殊勤務手

当の額を定めております。

附則第１０条は、再任用職員について退職手当

を支給しないものとするものでございます。

附則第１１条は、企業職員の給与の種類及び基

準につきましても、同様に改正するものでござい

ます。

配付いたしております議案書参考資料の３ペー

ジから４ページにかけまして、この概要を記載し

ておりますので、御参照いただきたいと存じます。

以上、簡単ではございますが、説明とさせてい

ただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りま

すようお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 小山君。

○３番（小山広明君） 今、助役がずっと附則、附

則と言って説明されとったんですが、議案書をず

っと見とるんですけど、条文ではないんでしょう

かね。ここがちょっと気になったんで、どこのこ



とを言っとるのかなと、わからなかったんですが、

そこをちょっと。７２ページからでしょう。附則

というのは この附則か。わかりました。ずう

っと見とって何のことを言っとるのかなと。

この法は、公務員を再度任用するという説明で

すが、これはほかの自治体でもこの議論をして否

決されとる議会もあったと思うんですがね。いわ

ゆる民間の活力をもっとこの役所の中にも入れる

べきであってというのが趣旨で、この否決が周り

の市町村にも影響を与えるんじゃないかなという

新聞記事を読んだんですが、大事なのは、公務員

の経験を生かすのはもちろんそれは大事なんです

が、今はやっぱり、先ほども私議論しましたよう

に民間のそういう人たちが役所に入ってくる道を

むしろ促進させ、また公務員の経験を民間の場で

も活用するということこそが、今求められてるん

じゃないかなと思うんです。

これで公務員が定年退職されて、雇用保険の関

係でそこまでのつなぎでまた雇えるようにすると

いうのは、至って役所の側に立った考え方ではな

いのかなと思うのですが、こういうことで泉南市

は、今職員も余りふやさないということでやって

おる中で、アルバイトとか非常勤とかたくさん数

字も上がっておるんですが、このことで泉南市と

いうのは、公務員が定年終わった後も再度役所の

中で働くという状況が現実に市としては必要とし

ておるのかどうかということと、この条例の改正

というのか、附則で言われましたそういうことが、

今の社会制度の中でどうなんだろうかと。役所だ

けがまた必要な人数を役所の中で採用するような

あり方というのは、市民が理解するのかどうかと

いう部分はどういうふうに考えとるのか、御説明

をいただきたい。

細かい条件的なことはいろいろされておりまし

たが、現実に現役で働いとるよりはかなり待遇的

には悪くなると思うんですが、どれぐらいの条件

が、現在働いとる方が定年終わってここに採用さ

れた場合にどういうような待遇になるのか。その

ことがある意味で士気に影響しないのかどうかで

すね。それまでの立場はある意味で高い立場の方

が、再雇用された場合のそういう組織としての一

体感みたいなことには、この内容では悪影響があ

－２８２－

るのではないかなという感じがするのですが、そ

の辺を御答弁をいただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 小山議員さんから何

点か質問を受けたわけでございますけれども、今

回の改正につきましては、本格的な高齢化社会を

迎える中で、高齢者の知識と経験を社会において

活用していくということと、年金制度の改正とあ

わせて、６０歳代前半の生活を雇用と年金の連携

によって支えるということが、民間も官の方も課

題であるというふうに考えております。

このために公務員も高齢職員の雇用を促進する

ために、６０歳代前半に働く意欲と能力のある者

を再任用することができる制度が地方公務員法の

改正によってできたということでございますから、

我々としても当然高齢者の知識と経験というのは

活用する場があるというふうに考えておるところ

でございます。

それと、先ほども附則の中等で説明をさせてい

ただきましたけども、再任用の職員の待遇等の関

係でございますけれども、７７ページから７９ペ

ージにかけて記載しておりますように、再任用の

職員につきましては、給料については一般職と違

って単純な１つの級ということで考えております。

国の方もそういう職階に応じて行政職俸給表を単

純な１項目という形で定めておりまして、これは

年金との併給ということで、在籍当時よりは給料

は低くなるということでございます。

それと、今回この制度で、組織との一体感等の

関係でございますけれども、当然高齢者について

は今までの知識と経験を後輩につなげていくとい

うことの中では、やはりそういうことも必要では

ないかというふうに考えておりますし、今回高齢

者の雇用のできる制度ができた中では、また別に

新しい新規採用との関係をどうするかということ

も大きな課題でございますけれども、それは当然

人事管理として、その辺についての再任用と新規

採用をあわせて中長期的には検討していかなきゃ

ならない大きな課題の１つであるというふうに考

えておりますし、これは取り組んでいった中で組

織の活力等についても十分検討していかなければ

ならないというふうに考えておるところでござい



ます。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） 質問させていただいたどれ

ぐらいの待遇が低くなるのかという答弁はなかっ

たんですが、泉南市などにおいてはやっぱり最大

の１つの雇用する場ですね。企業というわけでは

ないですが、一番の最大の大きな事業所でござい

ますから、市民がやはり泉南市の職員となって頑

張りたいと、そういう社会的にも１つの要求もあ

りますし、民間の方にそういう働く場として提供

していくというのは、私は必要だし、また公務員

として経験された方が民間に行ってその能力を発

揮するという、こういう民間と官との交流を促進

するということが私は大きな意味での流れだと思

うので、この条例でいえば公務員のいわゆる再雇

用、再任用ということが主体に出ておりますけど

も、むしろこのことがもしほかの自治体でも否決

されたようなことになれば、どうしても必要だか

ら雇うわけですから、必要な人を民間から雇うと

いうことに道を閉ざすわけですね、この条例の趣

旨としては。

そういう点で私は、同じ仕事というわけではな

いですが、職場は同じですから、同じ仕事をして

ながら給与も待遇も下げられてやるよりは、違う

ところで能力を発揮して、能力によってはそれま

での待遇よりも高いものも得ることができるわけ

ですから、そういう活力のある、能力があっても

何か制度で低い待遇しかできないんであれば、社

会全体としてやっぱり活力に欠けるんじゃないか

なということで、ほかの自治体で否決した意味と

いうのは１つの意味があるんかなと思います。

そういう点では、この制度がほんとにそういう

官と民の壁を取り除くという点では、私は不十分

な条例の提案ではないかなと思うんで、市長、こ

ういう条例の持ってる意味と社会が求めている官

に対する要求との問題で、国の法律が変わって、

国家公務員に合わして地方公務員もということで

出してはきていらっしゃるんですが、その点でや

っぱりそういう時の流れというんか時代の流れか

らいえば、市長はこの提案については、その部分

ではどう考えておられるのかだけ聞いておきたい

－２８３－

と思います。

○議長（奥和田好吉君） 蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） 小山議員からの再度の御質

問にお答え申し上げます。

今の御質問の趣旨は、民間の人材も入れていく

べきだというふうな趣旨だったかというふうに思

いますけれども、今回の再任用制度でございます

けども、この制度につきましては、高齢職員が公

務の中で培った知識、経験を活用していく観点か

ら導入するものでございまして、また定年年齢後

の継続雇用制度としての性格のものでございます

ので、この制度によって民間から希望者をどんど

ん採用していくという必要性は乏しいものという

ふうに考えているところでございます。

それから、民間の高齢雇用の問題につきまして

は、年金と雇用の連携を図るということは官民共

通の課題ということでございますので、現在民間

部門につきましても６５歳までの継続雇用の努力

義務ということが高年齢者等の雇用の安定等に関

する法律というところに規定をされておりまして、

民間企業における努力義務ということになってご

ざいます。

それから、官民交流促進につきましては、おっ

しゃってるような趣旨、つまり公務内に民間の活

力を入れるべきであるというふうな観点から、国

の方では官民交流促進法というものが用意されて

ございますけれども、地方公務員法のエリアにそ

ういう観点を持ち込むということにつきましては

まだ十分議論されておりませんので、私どもとい

たしましては、国での地方公務員法全般に対する

議論の方向を見定めてまいりたいというふうに考

えております。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） 高齢化社会を迎えて、公

務員の定年制の以後をどうするかということは、

これは非常に重要な位置があるんですけど、地方

公務員の場合は６０歳過ぎたらいわゆる年金が、

僕らの年の場合は年金が支給されるのが大体６３

でありますから、平成１９年で６０ということに

なりますと、３年間ブランクがありますわね、年

金支給されるのが。そういうことを考えると、こ



れはそういう意味では公務員の年金が支給されな

い期間３年間はこの制度で働くことができるとな

るんですけど、１つお伺いしたいんですけど、今

後泉南市の場合、退職者がどの程度出るのか。

それともう１つ、将来何百人、そうはないと思

うんですけど、泉南市も財政的に非常に厳しいと

いうことで、こういう退職された人の給与の原資

の問題はどのように考えられとるのか。

それから、人事政策上、例えば幾ら長くても５

年ですから、再雇用された人が市のいわゆる任務

の重い仕事につくとは私は考えられないんで、そ

の点こういう退職した人が、例えば今まで部長を

しておった人とか、それから課長をしておった人

が、どういう仕事を大体考えられてるのか、そう

いう問題もあるんですけど、人事政策上５年間と

いうことなもので、将来、新規に雇う人の問題と

この高齢者の５年間の問題というのは重ならない

のか、そういう点についてちょっとお伺いしたい

と思います。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 今後、退職者はどの

ぐらい出るかということでございますけれども、

現在平成１３年でございます。平成１４年以降７

人から１１人程度で１７年度まで行きまして、１

８年度から若干ふえてまいります。１８年度は今

の職員採用の状況では、６０歳で２３名、１９年

度は２２名、２０年度は３６名ということで、１

８年度以降若干ふえてくるということでございま

す。

それと、給料の原資の問題ということでござい

ますけれども、これは退職金にどうするかとか、

その辺の関係でございますか。（成田政彦君「す

べて含めて」と呼ぶ）

今回、再任用の制度の中での職員も、フルタイ

ムについては定数の中にはめた中での職員という

ことで考えておりますが、現実には給料は６０歳

以上の再任用については下がるということでござ

いますが、退職する方が全部再任用を希望して再

任用されるというものではないということですか

ら、絶対数としてはやめた人がすべてということ

ではないので、６０歳までの職員の方が絶対数と

しては多いということでございます。そういうこ
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との中でございますから、給料的にもそう多く人

件費としては重なっていくというものではないと

いうふうに考えております。

それと、職場的にはどのようなものを考えてお

るのかということでございますけれども、現在の

再任用の制度で、まずスタートとしては事務職で

いきますと主事級の仕事をというふうに考えてお

りますので、第一線で職務についてもらうという

ふうに考えております。制度としては、役職等の

制度というのもございますけれども、泉南市とし

てはまず主事級の仕事、第一線で働いてもらうと

いうのが基本的な考え方でございますが、仕事に

よっては多少変わる可能性もございますけれども、

そういうことで考えております。

再任用についての職員の職場がどの場所である

かということについては、現在原課と昨年あたり

から協議をしているところでございまして、まだ

決まっておりませんけれども、１４年４月１日ス

タートでございますから、新年度になりましたら、

その辺もこれから採用とあわせて、その辺の職場

の分についても詰めの中で決めていくというふう

に考えておるところでございます。

それと、新規採用との関係でございますけれど

も、再任用制度の実施に当たって、定年前の職務

から現在の仕事の体制の中で、現在既存の仕事の

分析等を現場と行っているわけでございますけれ

ども、その辺の中で再任用職員にふさわしい仕事

というものもできてくるというふうに考えており

ます。

また、新規採用についても、職員を補充して対

応していくというのは当然でございますけれども、

新規採用にふさわしい職場ということと分類した

中で業務運営を行っていかなければならないとい

うことでございますが、この辺の兼ね合いという

んですか、その辺は今後十分中長期的な視点に立

った人事管理ということには特に注意を払ってい

かなければならない問題だというふうに認識をし

ているところでございます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 膨大な附則条文なんでな

かなか全体を読み取れないんですが、７４ページ



の第６条２項ですね、この中に短時間勤務の職を

占める職員、いわゆる再任用短時間勤務職員と、

こういう項があるんですが、ここの資料をちょっ

と見せていただきますと、週２日から週５日と、

こういうことになっているんですが、冒頭言われ

ました趣旨ですね。いわゆる年金等が支給されな

い間の一定生活保障も考えていると、これが１つ

の柱だと。いわゆる従来の経験職種を生かしてい

くことのほかに、そういうこともこの再任用制度

にはあるんだということなんですが、１０万３，９

００円と、こういうことでは到底そういう年金を

待っている期間の生活補てんにはならない、生活

保障にはならないと、こういうふうに思うんです

が、そのことについては任命権者が定めると。こ

れについては、これを受けた規則なり規定がない

んですが、その点。

それとあわせて給料表ですね。この規定も、こ

れはフルタイム職員の給与規定だというふうに思

うんですが、いわゆる２日から４日等の職員の規

定表がないというふうに思うんですが、その点も

あわせてお伺いをしたい。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） ６条の２項、再任用

短時間勤務職員ということでございますが、フル

タイムと短時間勤務職員の二本立てということで

今回考えております。

短時間、特に高齢ということの関係もございま

して、これは募集するときには本人から申し入れ

によりまして、それは調整をするというふうに考

えておりますけれども、その職場があるかどうか

ということも、現在職場とのヒアリング等も行っ

ておりますので、その辺ともかかわってくると思

いますけれども、当然こういう希望する方もある

ということで、制度として１５時間３０分から３

２時間と、２日から４日までということの勤務も

ありだということで制度化しているものでござい

ます。

それと、年金との関係でございますけれども、

短時間になりますと当然月額の給料が下がってく

るということでございますが、６０歳定年から基

礎年金部分については若干の年金もあるというこ

とで、その辺の待遇等についても本人がどういう
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考え方で何日を選ぶかという問題になろうかとい

うふうに思います。

それと、フルタイムについては給料表がござい

ますけれども、その辺の短時間についても、我々

としては、来年４月１日スタートでございますか

ら、それまでにきちっとその辺の整理はやるとい

うふうに考えておるところでございます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） この条文を見ますと、何

か一方的に任命権者が決定をするということで、

そういうふうにしかとれないんですが、それなら

ば、ここではうたえないでしょうけれども、新た

なこういう場合にはこういうふうに対応していく

んだという、本人の意思を入れたそういうふうな、

いわゆるやわらかいあり方をうたったような規則

等、規定等をやっぱり設けられるべきではないの

かなというふうに思います。

それから、基礎年金という言葉もお使いになっ

たんですが、まさに基礎年金は６５歳からしか受

給できないというふうに思ってるんですが、それ

があるからいわゆる週２日等の任用で生活の保障

は一定できるんだと、こういうふうな解釈でいい

のでしょうか。基礎年金、私が理解不十分であれ

ば御訂正いただければいいと思うんですが、その

辺少しお示しをいただきたいなというふうに思い

ます。

○議長（奥和田好吉君） 橘人事課長。

○市長公室次長兼人事課長（橘 正三君） 先生お

っしゃるとおり、基礎年金につきましては６５歳

からという形になります。ただ、特例で暫定的に

給料比例部分と固定部分という形で支給される形

になります。ただし、これにつきましては、先ほ

ども御答弁申し上げましたように、１３年から１

５年にかけましては給料比例部分のみが支給され

る、要するに定額部分につきましては、３年につ

きまして１年、１年という形で支給期間が延びて

くるという形になります。

したがいまして、６０歳からは給料比例部分に

つきましては、最長で給料比例部分のみが５年間

支給されるという形になります。それを受けまし

て、それと給料との両方の形で生活を支えるとい



うことでございます。

それと、規則につきましては、条例が可決され

ましたら、またそういう形で柔軟に運営できるよ

うに制定してまいります。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） ちょっと答弁が、報酬比

例部分、報酬に比例した部分ですね。これがいわ

ゆる６０歳からもらえるんではなくて、基礎年金

は６５歳と、これはもう決まっとるんですが、報

酬比例部分、これについては３年ごとに年齢が下

がるごとに１年ずつずれていくということで、３

９歳より若い方は６５歳にならんと報酬比例年金

も支給されないと、これが年金改正で、いわゆる

共済の皆さんも一本化されたと、こういうことで

理解しておるんですが、だからこそその間の全く

年金が受給されない期間というのができてくるわ

けですね、とりわけ若い方については。３９歳よ

り若い方は６５歳にならないといかなる年金も支

給されないと、こういうことになってくるわけで

すから、その間の生活補てんは週２日では間尺に

合わないでしょうと、こういうことを言ってるん

ですよ。

だからこそ、安心して、私はこの制度はいい制

度だというふうに思います。経験のある皆さんに、

そして６０歳以降も一定の生活を保障していくと。

この間の生活が成り立たないことでは困るわけで

すからね。そういう点でいい制度だというふうに

思いますが、ただその週２日で生活できない人も、

この規定ではできるんではないかと。そういう人

を拾い上げる、そういう方策がきっちりうたわれ

ていない。任命権者の認定によるとのみうたわれ

ているわけですから、そういう点ではちょっと不

安だなと、こういうことで質問をしているわけで

す。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 規則関係は、これか

らつくるということでございます。

それと、勤務日については、本人の希望という

ことと、職域がそこにあるかどうかということは

十分協議をせないかんということですから、本人

の意向というのを十分聞いた中で決めていくとい
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うことでございます。

〔和気 豊君「結構です」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

堀口君。

○１５番（堀口武視君） ほんとにごく単純な疑問

なんですけども、早期希望退職者、この方々にも

この任用制度は適用されるんでしょうか。

そうなったら、もともといえば肩たたきをして

る職員にこの制度を採用するということは、何か

意味合いとしては整合性がとれないんじゃないか

なと思うんですが、その辺の御見解はどんなもの

なんでしょう。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 今回の制度は、６０

歳で退職した方と、条例の第２条で２５年以上勤

務して退職した者であって、当該退職の日の翌日

から起算して５年を経過するまでの間ということ

でございますから、早期で退職された方も対象に

なるということでございますが、これは国の制度

に準じて編成をしてるんですけども、そういう早

期退職した方も当然今までの経験、実績等がある

ということの中で、市の業務には活用できるとい

うことでございますが、採用に当たっては、勤務

実績が良好である場合行うことができるというこ

ともございますし、その辺のブランクとか、その

辺の問題もありますから、採用には当然そういう

部分も含めた中で慎重な対応が必要ではないかな

というふうには考えておりますが、制度としては

これは入れておかなければならない制度だという

ふうに考えております。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第７号については、会議規則第３７条第

２項の規定により、委員会の付託を省略いたした

いと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって議案第７号については、委員会の付託を省

略することに決しました。

討論に入ります。討論はありませんか。



小山君。

○３番（小山広明君） 議案７号に反対の立場で討

論いたしますが、今の質疑の中でも明らかになっ

たように、今民間と公務員という職場の交流とい

うことが大きな課題になっております。

当然、公務員を再雇用するということになれば、

これは必要だから採用するわけでありますから、

もしそういう制度がなければ、現在も行われてい

る嘱託なりアルバイトなりして民間から働く人が

役所に入って働いてる現実があるわけであります。

この制度が運用されてまいりますと、今すぐ役

に立つ人となれば、それは公務員で経験豊富な人

が採用されることは当然であります。その分だけ

民間からの公務員の場、いわゆる役所の働く場が

狭められる構造を持つわけであります。

こういうものは、やはりもっとトータル的な立

場で考えなければならない問題であると思います

し、市民から見れば、お手盛り的な公務員だけの

立場をやはり優遇しておるというようにしか私は

映らないと思います。公務員の有能な経験であれ

ば、民間も引く手あまたでありましょうから、そ

ういうところでこそやはり頑張っていただく。民

間よりもある意味で優秀な公務員の皆さんであり

ますから、そう再雇用に苦労することは私はない

と思います。それは民間の人に比べればですよ。

そういうことで、私は職場の規律の問題からい

っても、そんな偉い人が主事クラスの仕事をして

おったんでは、なかなか現職の公務員の方も仕事

がしにくいだろうと思いますし、そういう点から

も組織の面からも、私はこの問題は大いに問題が

あると思います。

そういう点で反対をいたしますので、皆さんの

御賛同よろしくお願いいたします。

○議長（奥和田好吉君） 以上で本件に対する討論

を終結いたします。

これより議案第７号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 起立多数であります。よ

って議案第７号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

－２８７－

４時まで休憩いたします。

午後３時２５分 休憩

午後４時 ２分 再開

○議長（奥和田好吉君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。

次に、日程第１２、議案第８号 泉南市公民館

条例の一部を改正する条例の制定についてを議題

といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

案第８号、泉南市公民館条例の一部を改正する条

例の制定について御説明を申し上げます。

議案書の８５ページをお願い申し上げます。提

案理由でございますが、雄信達公民館の建物の老

朽化に伴い、当該公民館の供用を廃止するに当た

り、所要の改正を行う必要から本条例案を提案さ

せていただくものでございます。

議案書の８７ページをお願いいたします。改正

の内容でございますが、第１条中において雄信達

公民館に係る規定を削除する措置を講じたもので

ございます。

以上、甚だ簡単でございますが、説明とさせて

いただきます。よろしく御審議の上、御承認賜り

ますようお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 真砂君。

○５番（真砂 満君） 今の説明をお聞きしてます

と、雄信の公民館が老朽化で使えないと。だから、

なくなってしまうということで削除するという内

容でいいのかどうかですね。

それとあわせて、地域での動きがどういうふう

になっておるのかわかりませんけれども、従来ず

っと、使えたか使えなかったかは別としても、公

民館が雄信地域にあったわけで、老朽化は老朽化

として、今後雄信地区に公民館の建設についてど

のようなお考えを持っておられるのかですね。な

くなるというのは仕方ないにしても、それに伴っ

てどうするんだというのが一方でなければおかし



いんではないかなというふうに思うんですが、そ

のあたりどうなんでしょうか。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 公民館の件につい

てお答え申し上げます。

この公民館につきましては、昭和３１年の建設

でありまして、非常に古いということで老朽化し

ております。そして、現状としては非常に危険な

建物であるというふうに判断させていただいてお

ります。

そんな中で、地元からも、建物が非常に危険で

あることから建物の撤去の要望がございます。そ

れと同時に、公民館についての新しい建設という

ことも要望いただいております。

そんな中で、平成５年に雄信公民館改築委員会

というのがございまして、雄信４区で協議され、

また市ともいろいろ協議さしていただきながら進

めてまいったところでございます。ただ、これに

つきましては、用地そのものが一応整理というこ

とでなっておりますけれども、その用地につきま

しては進展していないのが現状であります。

そして、今後ともその委員会、地元の御意見も

ちょうだいしながら、また相談しながら公民館の

建設に向けて検討してまいりたいというふうに考

えております。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

和気君。

○１９番（和気 豊君） 公民館が、実質上公民館

に類する施設も入れて６カ所、それが１つ減るわ

けですが、各公民館の利用対象人口といいますか、

ちょっとこの辺については、どんどん山手の方の

開発等が進んできて、人口が旧来の旧６カ町村時

代に比べれば大分変わってきてるように思うんで

すね。そういう点で、各公民館の対象利用人口で

すね。これにやっぱりばらつきが出てきているん

ではないかと、こういうように思うんですが、そ

の辺の対象利用人口ですね。それと、そのばらつ

きを解消されるために、今後どういうふうに教育

委員会では貴重な生涯教育の場でありますから考

えておられるのか、そういうふうな計画等あれば

お示しをいただきたい。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

－２８８－

○教育総務部長（金田峯一君） 公民館の利用の関

係でございますけれども、今現在雄信公民館を除

いて４館機能しております。そして、その利用状

況ですが、今ちょっと私手元には持ってございま

せんけれども、新家の公民館とか、あるいは樽井

の公民館、このあたりが非常に利用が多いという

ふうには認識さしていただいております。

このあたりで、現在雄信の方々につきましても、

活動としては樽井とか、あるいは新家、その他の

公民館へ行って、クラブとかで活動されておると

いうことも聞いておりますし、そういうことで現

在４館の機能ということでやっておりますけれど

も、スペースの問題もありますけれども、公民館

の自主事業については今後いろいろ研究、検討し

てまいりたいというふうに考えております。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 把握しておられないとい

うことでは、たびたびこれは予算委員会、決算委

員会等ではこういう質問が出るわけですよね。地

域のばらつきのアンバランスと、こういうことで、

これに対する対応をどうしていくんだと。今もっ

て人数の掌握すらされていないと、こういうこと

ではね……。新家公民館なんかは本当に手狭にな

って、上村老人集会所なんかがその補完施設とし

て使われていると、こういうふうな現状でありま

すよね。

それから、例えばもう人口が７，０００人に近い

ような、そういう地域でも公民館がないと、こう

いうことで非常に遠い地域に利用の足を伸ばさな

ければならないと、こういう状況に現実にはなっ

ているわけですね。実際利用できないんですよ。

お年寄りの皆さん、子供さんと、いわゆる地域で

そういう生涯学習に携わっていきたい。もちろん

家庭婦人の方もおられますが、やっぱり足の便で

遠いところにはと。そういうことで公民館という

のは地域ごとにつくってこられたわけですね。

泉佐野なんかは新しく長南地域に公民館をつく

る、それからいわゆる将来計画でどんどん地域ご

とに公民館を新しく建設していくと、こういう方

針のもとに長南校区に１カ所新しいのをつくって

います。

そういうふうな将来的な設置計画みたいなもの



を持って臨んでいくべきだろうというふうに思う

んですが、そういう点では本当に教育委員会はや

る気があるのかどうか、そういう生涯教育の場を

公平に均等に各地域の皆さんに保障していく、こ

ういうことはやっぱり行政としてやらなければな

らない仕事だろうというふうに思うんですよ。人

数さえつかめてない。ほんとにやる気あるんです

か。どないされるんですか、将来。人数を把握し

た上で、そういう公平な利用保障を果たしていく、

こういうことなのかどうか。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 雄信地区につきま

しては、現在７，８００人余りの人口がございます。

ですから、用地の問題とかありますが、このあた

りは、先ほども申し上げましたように地元といろ

いろ協議させていただいて、その建設に向けて検

討してまいりたいというふうに考えておりますの

で、どうかよろしくお願い申し上げます。

〔和気 豊君「そんなこと聞いてへんやないか」

と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 質問されたことをよく把

握して答弁せんと、全く違う答弁、かみ合わんよ

うな答弁されたら納得できないと思うので、答弁

は正確にやってほしいと思うんです。質問されて

ることわかりますか。金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 済みません。御意

見いただきました生涯学習というようなあたりの

観点からも、非常に地域の住民がいろんな活動を

するというあたりで、若い人、また高齢者の人も

含めて、今後そういう生涯学習というのは非常に

大切なことだというふうに認識させていただいて

おりますし、そのことも含めまして、そういう学

習センター、そういうスペースを提供するという

ことからも、その検討に入っていきたいというふ

うに思っております。

ただし、今地元ではその用地の問題が整理され

ておりませんので、そのあたりも並行して地元と

協議してまいりたいというふうに考えております。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 公民館も聞いておればあ

れですか、市で当然手当てして、公民館法にのっ

とって市の責任でやっていかなあかんと。普通の

－２８９－

集会場と勘違いしたらあきませんよ。普通の集会

場、老人集会場なんかであれば、例えば地元で土

地の提供等が、まあ必須の条件ではないけれども、

一定協力してほしいと、こういうふうな話はされ

てもいいですけれども、公民館法というのは、や

っぱり法にのっとって必要な地域には建設をして

いくと、こういう施設ですから。

ところが、地域にはばらつきがあって、あるい

は具体的に例を挙げましたけれども、砂川区みた

いにほぼ雄信と同じぐらいの人口のところでもな

いところがあると。そういうふうな穴をどう埋め

るか、ばらつきをどういうふうに是正していくか、

それについて将来的な計画方針をお持ちなのかど

うか、こういうことを聞いたわけですから、ちょ

っと教育長、総括的に答えてください。

○議長（奥和田好吉君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 今の和気議員さんの御質

問にお答えをしたいと思います。

先ほど金田部長の方から申しておりましたのは

雄信地区ということでございますが、和気議員さ

んの御指摘は市内の各地域、その辺の公民館のば

らつき等、それを検討して建設というような、そ

ういう方向で計画をせよということだと思います

が、現実的な問題、やはり行財政の問題もござい

ますし、生涯学習、大変大事なところであります

し、現実の問題ばらつきもあろうかというふうに

認識いたしております。その辺のところ、利用状

況等そういったことも捕捉をしながら、今後その

辺で一度思いをいたしまして考えてまいりたいと、

このように考えております。今の状況ではその程

度しかお答えすることができないんですけれども。

○議長（奥和田好吉君） まとめてください。和気

君。

○１９番（和気 豊君） 教育長から金の問題が出

てくるというふうには思いませんでした。金の問

題は、いわゆるやる側の行政、教育長がお答えに

なるのは、生涯教育の場をどう市民に保障してい

くかと、その立場でどういわゆる金を出す行政の

方に、必要性を強調されておられる市民の立場に

立って物を言っていくか、これが教育委員会の立

場なんですよね。金の問題を言われたら、教育委

員会の仕事というのは全部お手上げですわ。その



隘路を縫って、教育長はその必要性を行政に、い

わゆる財政当局初め市長に進言をされる、それが

教育長の仕事ですよ。今の答弁、納得できません

よ。まあ結構です。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

小山君。

○３番（小山広明君） 議案説明でも、社会教育法

というものにのっとって公民館の設置ということ

が位置づけられております。学校教育と同じよう

に生涯教育ということで地域のそういう学ぶ場と

しては公民館ということが、ある意味で法律にの

っとって位置づけられとるんですが、現在雄信の

公民館というのは、私も議員になってから恐らく

ずっと使われてこなかったんではないかと思うん

ですが、きょう今回急にこれを条例から廃止、削

除してしまうという条例が出ました。

これは一体そういう大きな位置づけの中で、市

も至って文化や教育に力を入れとると言われとる

わけですし、特に樽井とか信達とかといういわゆ

る中心地にはいろんな施設、公民館だけじゃなし

に、体育館にしても文化ホールにしてもいっぱい

あるわけですが、とりわけそういう雄信とか、泉

南市では一番中心地に遠いところだと思うんです

が、そういうところこそ公民館を整備せないかん

というのは当然だと思うんですね。

そういう点で、今も何か用地の問題が云々と。

用地の話は前から議論されておりますね。そうい

う点でやはりきょうまであって、条例がありなが

ら実際は使えない状態を放置してきた問題から、

もう一歩なくす方向に進むような、こういう条例

からも外してしまうというのはいかがなものかと。

むしろ、古くなったんであれば、それはちゃんと

更新をして、建てかえをして、地域の生涯学習の

拠点にしていくというのが当たり前じゃないんで

しょうか。そういうところからいえば、そういう

ことが示されないまま、こういうように文字から

も消していってしまうと、こういう位置づけとい

うのは一体何なんでしょうか、これ。

これも条例の改正だけ読みますと、樽井公民館

と雄信公民館を樽井公民館とするように改正する

という、こうしか読めないんですが、厳密には雄

信公民館というものを削除すると、これであれば

－２９０－

よくわかりやすいんですけど、こういう書き方で

あればもっと上にほかの公民館もあるわけでしょ

う。いわゆるこの位置づけでいえば樽井公民館に

機能を移したいというものが含まれておるのかど

うか、この提案の仕方がね。私は、趣旨からいえ

ば、雄信達公民館という条項を削除すると、これ

やったらよくわかるんですね。そういう２つの点

について御説明をいただきたい。

先ほど言いました社会教育法というそこらの趣

旨ももう少し、どういう趣旨で地方自治体にそう

いう公民館ということを特別に位置づけをされと

るのか、それの趣旨も含めて御説明いただきたい

と思います。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） まず、御質問の中

で、現在この雄信公民館が使われなくなってかな

りになります。昭和５４年当時からもう使われて

おらない状況があります。ただ、その間、６０年

ごろから平成７年ぐらいまで、信達公民館あるい

は樽井公民館の倉庫がわり、それから埋蔵文化財

の出土品の整理等のスペースで使われておりまし

た。平成７年から閉鎖いたしまして、現在男里区

長に管理の委託をしてもらってるという状況でご

ざいます。人口も８，０００人弱、７，８００人余り

ございますし、先ほども申しましたように、生涯

学習という観点からも当然必要なポイントではな

かろうかというふうには認識さしていただいてお

ります。

ただ、これにつきましては、以前池を利用して、

それを埋め立てて建設するという話もございまし

た。それが話がつぶれておりまして、一応白紙に

戻った状態でございます。そういうようなことか

ら、現在用地の確保については進捗いたしており

ませんが、今後そのあたり地元とも協議しながら

考えてまいりたいと。

それから、もう１点、樽井公民館に横滑りの形

になるんではないかというような御質問ですが、

これは雄信公民館を削除するというものでござい

まして、非常にややこしい感じはするんでありま

すが、そういう内容のものでございます。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） 昭和５４年から使われてい



ない。その後、倉庫とか埋文の置き場というのは、

これは全然論外だと思うんですね、公民館として

の使用じゃないわけですから。こういうものを放

置してきて、市民全体の文化とか教育とか、そう

いうものは一体どうして保障されていくんでしょ

うか。

さっきも言うたように、中心部にはいろんなそ

れにかわる施設がいっぱいあるわけですし、あそ

こであれば裏の方に老人集会場ですか、区民セン

ターが１つありますね。

地元任せで用地がどうのという、これは市が主

体的につくっていかなあかんわけでしょう、そう

いう生涯教育なり地域の教育というんか文化とか

いう面から。地元が用意せんから置かんでいいと

いう性格じゃないんじゃないでしょうか。

そういう点で、５４年というと２０年以上でし

ょう。その地域にそういう施設がないまま来たと

いうことは、どうなんですか、方針として。これ

だけいろんな道路をつけたり、いや基盤整備をし

たとか言って、近隣地に自慢できる、進んどるん

だと言いながら、肝心の一番市民が主体的に使え

るような場が２０年近くも放置されて後回しにさ

れとると。この実態は一体何なんですか。単に教

育委員会の怠慢なのか、市全体のそういうとこの

位置づけの低さなのかね、よくわからない。

それで、今も議論がありましたように教育の現

場からお金の問題が出る。あなた方は必要なこと

を必要だということで訴えて、財政当局にもきち

っと言わないけない立場じゃないでしょうか。

そういう点で、教育長が就任をされて、この問

題、以前からの問題ですけども、やっぱりこの雄

信地域のそういう施設としては待ったのできない

課題じゃないでしょうか。当然１３年度予算にも

何にも手当てないでしょう、こういう条例が出る

わけですから。

一体、市民のもっと具体的なこういう施設とい

うのを軽視しとるとしか見えないんですが、その

点やっぱり市長にもかかわる議論だと思うので、

きょうまでこうやって放置して、物置き場に使っ

てきたから、それで使ったんだということをこん

な本会議の場で答弁しとる。そんなん公民館とし

て使ったんじゃないじゃないですか。そういう点

－２９１－

で御答弁をきちっとしていただきたい。

それから、先ほど削除ですということやから、

削除であれば雄信公民館条例を削除するでわかり

やすい。これだけ見とるとよくわからない、この

提案の仕方自身もね。上にまだあるわけですから。

それやったら全部書いて、この部分だけなくなり

ますよということの方がわかりやすいと思うんで、

とにかく行政の出してくる内容というのはほんと

にわかりにくい。無理やりにわかりにくくしとる

んかなと思わざるを得ないんですが、それは個々

の問題ですからいいですけども、先に言った問題、

これは重大な問題ですよ。どうなんでしょうか。

教育の現場の責任と市当局の考えというんか、こ

の問題に対する考え方ですね。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 雄信公民館の建設

につきましては、平成５年に地元３区から要望が

出ました。そして、平成７年にもう１区加わりま

して、浜区が加わっております。合計４区でもっ

て雄信公民館改築委員会というのができておりま

して、その委員会とも協議しながら現在まで至っ

てきておるというのが現状でございまして、そう

いうあたりでは地元の意見もよく聞き、連絡をし

ながらやってきたというのが今までの経過でござ

います。

したがいまして、その用地の問題が進捗してお

りませんが、今後ともそのあたり用地の確保とい

うことから頭に置き、今後ともその協議をしてま

いりたいというふうに考えておりますので、御理

解お願い申し上げます。

〔小山広明君「答弁になってないですよ、それ

は経過説明だけで。ちゃんと答弁さしてくだ

さいよ。それは経過説明でしょう。今日まで

放置してきた問題と、今後どうするのか」と

呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 公民館につきまし

てはそういう形で、今まで教育委員会としてもそ

の取り組みという形で一応協議してきております

ので、そのあたり用地とかの解決はしておりませ

んが、協議しながら進めてまいっておるというこ

とで、やはり生涯学習の観点からいいましても、



そういう８，０００人弱の人口もおりますし、その

あたりは１つの生涯学習のスペースとしては必要

ではないかというふうには考えております。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） いや、教育長も市長も私の

質問を聞いとるわけですからね。２０年以上も前

からほとんど使えない状態で、何も議案措置して

こなかったんでしょう。何できょうこういう形で、

緊急に上げてこないかんような状況じゃないじゃ

ないですか。そして、しかも用地頼みだと、地元

に委員会をつくっていただいとると。それは最近

の話ですね。

しかし、あなたは地域の公民館の必要性から考

えるならば、市が主体的になって、地元でどうし

ても話がつかないんであれば、いつまでに地域の

そういう利用の場をつくるんだという強い意思が

示されなかったら、単にこういう廃止するだけの

議案が出てきたんじゃ、議会で判断できないじゃ

ないですか。今日まで放置した問題も含めて、こ

れは重大な問題ですよ。地域の公民館があるとこ

とないとことの問題を考えるならば、市が主体的

にいつまでにこの公民館をつくるんだと。それは

地元がまとめなかったらつくりませんよという性

格のものじゃないでしょう。ほかの公民館、全部

そういう形をとったんですか。そうじゃないでし

ょう。

だから、みんなそういう形で公平に、特に中心

地に遠いところについては配慮するのは当たり前

じゃないですか。そしたら地元の検討待ちじゃな

しに、市の主体的な問題として公民館をいつまで

につくるんだ、その一環として地元に協力を求め

るというのはわかりますよ。全く地元の答え待ち

というような答弁ではね。今日まで２０年間放置

してきて、それがすぐできるというような判断は

できないじゃないですか。

そういうことを私は言っとるんだから、担当の

部長だけが答えて、涼しい顔をして座っとるわけ

じゃないでしょうけども、わしゃ知らんよという

形で座っとれるような問題じゃないでしょう、経

過からいったって。何回もそういう声を荒らげる

ような質問させないでくださいよ。ちゃんと私、

重要だということは位置づけで言っとるわけです

－２９２－

から、当然手を挙げて教育長なり市長なりが答え

るべき問題じゃないですか。そして、初めてこの

議案に対して我々が判断できると、こういうこと

でしょう。部長だけの答弁じゃ判断できないじゃ

ないですか。どうですか。

○議長（奥和田好吉君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 再度の御質問にお答えを

いたしたいと思います。

先ほどから御指摘のように、公民館、何年来倉

庫というような形に使用しておったという状況は

確かにございます。近辺には、本来教育委員会の

方での施設、いわゆる市の施設という形で御利用

いただくというのが、住民サービスあるいはニー

ズの上から必要なところでございますが、近辺に

集会場等もございまして、それで地域の方には御

不便をおかけしたと思うんですけども、その辺の

あたり御利用いただいておりました。

最近、この老朽化が激しいということで、建物

の損壊といいますか、そういった面でも大変地域

の方からも要望がございまして、取り壊しが必要

ということが出てまいっております。

そういったことで地域の方とも今協議をいたし

てございますけれども、やはり生涯学習という観

点から必要性は十分認識をいたしておりますので、

建設にかけての努力を今後してまいりたいと思い

ます。

ただ、今この場で何年までに建設をするという

ところのお約束はできないという状況ではござい

ますが、その辺の努力を教育委員会といたしまし

てもやってまいりたいと、このように思っており

ます。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

島原君。

○１６番（島原正嗣君） 公民館に対する本市の基

本認識と、その将来のあり方なんですよね。今御

指摘ありましたように、泉南市内にもたくさんの

公民館があるわけですけれども、地域地域によっ

てはかなり格差がありますよね、公民館の。だか

ら、ある意味では樽井公民館のような中央的な機

能を果たす公民館もあれば、西信達のように駐車

場もないような公民館もあるわけですね。ですか

ら、これは公正、平等の立場からいえば、その地



域その地域は、やっぱり１つの文化の拠点であり

生涯教育の拠点であると、あるいは日常生活、そ

の地域の方々は皆その公民館を利用してるという

ことが大原則ですよ。

ですから、今の御提案とは若干具体的には質問

の内容が違うと思うんですけれども、公民館とし

ての泉南市のあり方を、その地域地域によってど

うするんやと、そのエリア、エリアによってどう

使っていくんやと、どのように公民館というもの

を育てていくんだという、そういう基本認識がで

きないでしょう、今の現状でしたら。

今の雄信の問題でも、うちの会派に副議長がい

らっしゃって、要らんことかもわからんけども、

やっぱり雄信地域の人の考え方、あるいは雄信地

域の人にしてみれば、現在まであった既得権益を

これは廃止されるわけですよ。公民館としての機

能が、今聞いておれば全然過去にも果たされてい

ない。そういうことでは、そら文化不毛の地だと

言われても仕方がないですよ、ある意味では。

だから、もっと具体的に公民館に対する教育委

員会の考え方とか泉南市の考え方とかいうものを

きちっと整理してほしいというふうに思いますよ。

１つお尋ねしますけども、この公民館建設に当

たって、例えば樽井のような財産区財産でたくさ

んお金を持ってる地域は別でしょうけども、財産

区財産でお金がないと、持たない地域については、

公的機関の施設のあり方とか、そういうことも含

めてどうするんかということを検討しなきゃいか

んじゃないですか。雄信の場合は全く、いつ地元

がそういう建設にかかわる検討委員会を設けられ

て、現在何年ぐらいになるわけですか。例えば雄

信の公民館を建てるのに、公的な負担というもの

をどう考えてるのか、あるいは地元負担というも

のをどう考えてるのか、そこらあたり検討してる

んですか。ちょっと答えてください。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 雄信公民館の改築

委員会、これが平成５年からできております。そ

して、現在に至っております。

そして、この中でいろいろ４区の協議の中、広

範囲にわたっておりますから、どの場所が適当で

あろうかというようなあたり、そしてそれが第１
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候補に上がりましたのが、男里にあります双子池、

あそこに埋め立てをして、そこが一番ベターであ

ろうというような話が出てきまして、それで一応

その話が進んでまいりましたが、途中で白紙に戻

ったような経過がございます。そしてまた、さら

に、それは下の方の池でございましたけれども、

その上の方の池も一応候補としてなりましたが、

それも今現在進展しておらないという現状でござ

います。

そういうことで、この件に関しましては、地元

の意見を十分聞いて、そしてそのあたりを進めて

まいっておるというようなことでございますけれ

ども、このあたりは今後もそういう形で進めてま

いりたいというふうに思っております。

そして、今現在の公民館、４館ありますが、御

指摘のとおり、公民館は非常に大きいところと小

さいところとあります。それで、これにつきまし

ては、公民館の自主事業という形では、公民館職

員一丸となって対応してまいっておるということ

で、それ以外、自主事業以外は各地域の方々のク

ラブとか、そういうような活動で自主活動をして

いただいておりますし、十分そのあたりのスペー

スを利用していただいて、公民館活動に参加して

いただいてるというのが現状でございますので、

そういうことでやはり公民館につきましても、雄

信につきましても、そういうことで今具体な進捗

案は持ってませんけれども、そういうような形で

進めさせていただいてるということでございます

ので、どうか御理解をお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 島原君。

○１６番（島原正嗣君） 私は御理解してますけど

も、問題はこの今御提案なさってる雄信公民館自

体は、改築検討委員会とかっておっしゃったんで

すな、部長は。もう改築じゃないでしょう、これ。

だから、これはむしろ逆に言えば、建設委員会の

ような感じの委員会でなきゃいかん。現状ある公

民館は、もうこれ廃棄するんですか。そのままど

なたかの答弁にありましたように、小山議員さん

かな、何か資料館か倉庫がわりにしてるとかいう

話なんですけども、これはあれですか、条例を廃

止すればこの建物自体は廃棄するんですか。将来

どないしますの。



それが１点と、それと今申し上げましたように、

雄信と教育委員会との話し合いで改築委員会とい

うものがつくられてるということですけれども、

それは改築でなしに新築のための新規の公民館の

検討委員会ということでないと意味をなさないじ

ゃないですか。

それと、もう１つ、これも小山議員の方から御

紹介があったんですけども、８７ページにあるこ

の文言からしたら非常にわかりにくいと。この表

現が理解になじみにくいんじゃないかなというよ

うに思うんですよね。第１条中「同樽井公民館」、

その下に「同雄信達公民館」でしょう。それで、

樽井の番地を書いて、男里の番地を書いて、「を」

を書いて、「同樽井公民館 同樽井六丁目１１番

１６号」に改めるとあるでしょう。これはどうい

う意味ですか、もう一回。先ほど指摘されたよう

に、雄信の公民館はつぶしても、今後樽井の公民

館を利用できるような、そういう条例のあり方に

変えていくということなのか、これは全く意味が

私にはわかりませんが、もう一度具体的に説明し

てくれますか。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 雄信の公民館、こ

れは改築推進委員会という名前でございます。こ

れにつきましては、現公民館がある中で、その公

民館は今現在機能もございませんし、そしてその

修繕とか改築は、相当傷みが激しいということか

らそこでは無理であろうと、もっと別な場所にと

いうことが地元からの要望でございまして、そし

て先ほど申し上げましたように池の方が候補地等

になったということでございます。

ですから、その場所にスペースが広ければ建て

直しということにもなりましょうが、スペースも

非常に狭いということで、そういうような点でい

っそ新しい場所にということの御要望でもござい

ました。

そして、今現在の雄信公民館につきましては、

土地が男里区の所有物でございまして、現在男里

区からお借りしておる土地でございます。そして、

このあたり非常に危ないからということで、その

取り壊しと同時に、その土地も返してほしいとい

うような御意見もいただいておりますので、更地
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にしてお返し申し上げたいというふうに考えてお

るところでございます。

そして、先ほどの文言が非常にわかりにくいと

いうことでありますが、これは簡単に申し上げま

して、削除という内容でございまして、雄信公民

館を削除するものでございますが、こういう表現

となっております。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 島原君。

○１６番（島原正嗣君） これで３回目やからもう

やめますけど、どうも論理明快、意味不明という

ふうな解釈しかできませんわ。だから、改築検討

委員会、それはそちらで適当におつくりになられ

てるんですから、これが正しいとか悪いとか私は

言いませんけども、この条例の趣旨からいって、

その前後の経過について説明がありましたね。建

てかえのための改築委員会を地元もつくってると、

こういうことですけども、今の御答弁では、どこ

か池を利用してそこに新しく公民館を建てると、

こういう御答弁をいただいたんですが、これはま

さに改築ではなしに、改築という意味は、現状あ

る建物をどう変えていくか、改善していくかとい

うことが改築の意味でしょう。辞典を引いてみな

きゃわからないですけども、私はそう思うんです

よ。新築と改築とは全く別である。今の池の問題

も、そこに何か建物があって、それを改築して雄

信公民館にするというんやったら、それは理屈と

しては通りますけどもね。ここらあたりがどうか

なと思うのと まあそれはそれでよろしいわ。

いずれにしても、やっぱり地域の方々にとって

は大変なことやと思うんですよ。だから、ある意

味ではいつ、どういうふうなめどを立てて、地域

の皆さんにこたえていくのかということの検討を

やっぱり早急にせないかんじゃないですか、私は

そう思いますよ。これは意見にかえておきますけ

ども。

それと、２点目の８７ページ、これちょっと読

んでごらんなさいよ。湯川秀樹さんくらいやった

らわかるやろうけども、我々のような低能ボーイ

にはちょっとわかりません。これはこういう書き

方、表現をすると、樽井公民館と雄信公民館は、

それぞれの番地を樽井公民館と樽井六丁目の何番



何番と書いてるわけですから、今後の雄信公民館

の運営等については樽井公民館の方でやっていく

というふうな理解もされますよ、これ。運用して

いくんだということなのか。これはちょっとわか

らんですよ、これ。どんな解釈するのか。

樽井公民館と雄信公民館とそれぞれ別個、別個

に番地を書いてるんですけれども、そこに樽井公

民館、ちょっとあきまして、同何丁目と書いてる

でしょう。これは樽井公民館を条例を廃止するた

めにこう書いたとおっしゃってるけども、これは

全く意味が違うんじゃないですか。だから、ある

意味では雄信公民館の運営は、今後樽井公民館の

方でやっていくというふうなものの判断をして書

いたんじゃないかなと思うんですけど、これはい

かがですか。もう一度答弁してください。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 内容的には雄信公

民館を削除するという内容のものでございますが、

ここにこのとおり「樽井公民館 同樽井六丁目１

１番１６号」に改めるということで表現されてお

りますが、これが文章的な正確なあらわし方とい

うふうに解釈さしていただいております。内容的

には、先ほど申しましたように削除の内容が入っ

ております。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第８号については、会議規則第３７条第

２項の規定により、委員会の付託を省略いたした

いと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって、議案第８号については、委員会の付託を

省略することに決しました。

討論に入ります。討論はありませんか。

小山君。

○３番（小山広明君） 議案第８号に賛成の立場で

討論させていただきますが、質疑の中で老朽化し

て一日も早く取り壊しが必要だというのはよくわ

かりました。

しかし、議論の中で２０年以上も公民館の使用

－２９５－

ができないという状況を放置してきたことは大変

問題であります。この提案と同時に、やはりいつ

までに雄信地域に公民館をつくるということを明

確に表現してこそ、この議案の意味があるわけで

ありますが、残念ながら議論の中ではそのような

答弁はありませんでした。

しかし、老朽化したものを壊さなければならな

いという物理的な要因から、議案そのものには反

対はできないわけでありますけれども、そういう

ことを強く求め、つまり新しい公民館設置を明確

に約束することを求めまして、賛成の討論にさせ

ていただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 以上で本件に対する討論

を終結いたします。

これより議案第８号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 全会一致であります。よ

って議案第８号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじ

めこれを延長いたします。

次に、日程第１３、議案第９号 泉南市廃棄物

の減量化及び適正処理等に関する条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

案第９号、泉南市廃棄物の減量化及び適正処理等

に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て御説明申し上げます。

８９ページをお願いいたします。提案理由でご

ざいますが、特定家庭用機器再商品化法が平成１

３年４月１日に施行されることに伴い、販売店回

収義務以外の廃家電４品目の行政回収が必要とな

ることから、それに係る収集運搬手数料の制定を

行うため、本条例を提案するものでございます。

家電製品のリサイクルの確保を行うことは、廃



棄物の減量化、資源の有効利用に大きく貢献する

ものでございます。このためリサイクルの体制整

備、製造業者、小売業者を含む関係者の適切な役

割分担、技術、将来展望などさまざまな観点から

検討が行われ、特定家庭用機器再商品化法、いわ

ゆる家電リサイクル法が制定されたところでござ

います。

９１ページをお願いいたします。家電リサイク

ル法では、買いかえ等により不要になった家電４

品目、テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機は、販

売店が各品目ごとに決められているリサイクル料

金と収集運搬料金とを所有者に御負担いただいて

回収することが基本となっております。販売店が

回収しない廃家電につきましては、行政回収が必

要となることから、本市条例におきまして新たに

それに係る収集運搬手数料を設けて、１品目１台

につき収集運搬に係る経費を勘案いたしまして、

３，０００円の御負担をお願いするものでございま

す。

施行日につきましては、市民への周知期間を考

慮し、７月１日施行といたしたく存じます。

また、今回の改正に合わせ、用語の定義を明確

にするとともに、条例別表中に規定しております

不燃物を処分地へ搬入するときの手数料につきま

して、現在当市には不燃物置き場が存在しないた

め、この項の削除を行うものでございます。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。御承認賜りますようよろしくお願い申

し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 上山君。

○１０番（上山 忠君） 今回の条例制定ですけど

も、収集運搬手数料ということで、行政が収集運

搬するやつについては一応３，０００円と定めてあ

るわけなんですけども、販売店が回収する費用に

ついては、それぞれ個々の販売店が決めるとある

んですけども、それは今どの程度になってるんか。

それと、この行政が決めた３，０００円という金

額に横並びにしたときに、公正取引委員会は独禁

法に抵触をするおそれがあるというふうなことが

言われてるんですけども、その辺についてはいか

がですか。

－２９６－

それと、この後、一般の販売店の回収は４月１

日よりするが、ただし行政の回収については、周

知期間を設けた中で７月１日から実施するとある

わけなんですけども、そしたらその行政に収集依

頼されるやつについて、６月３０日までに受け付

けした分について無料になるのか、当然ながらも

う７月１日になったら有料になるのか、その辺の

とこをどうされるのか。

それと、今販売店が収集する義務を負うという

ことになってるわけですけども、しかし今はこの

４品目についてはメーカーの表示はあるわけです

けども、どこの販売店が販売したかという表示が

ないわけなんですね。そしたら、そのときに今の

耐用年数からいったときに、耐用年数を過ぎたと

きに買いかえをしたいという場合に、販売した商

店が回収する義務があるということになるんです

けども、その辺の表示の関係は今後どのようにな

っていくのか。

それと、本来この件についてはデポジット制が

望ましいと言われてるんですけども、今回の制度

は国の押しつけ制度だと私は理解しとるわけなん

ですけども、その辺について今後どのような形で

そういう方向性に持っていくのかと。

都合４点お願いいたします。

○議長（奥和田好吉君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 上山議員さんの質

問でございますが、まず１点目の小売店等の収集

運搬料金はどのようになっておるのかというお尋

ねでございますが、きょうの時点では、各小売店

ではまだその収集運搬料金を公表してる店を私は

承知いたしてございませんので、まだ小売店につ

きましては若干おくれるのではなかろうかと、こ

のように考えてございます。

それと、２点目のいわゆる収集運搬料金の独禁

法の関係でございますが、これにつきましては我

々自治体が制定する分につきましては問題はない

と私ども承知いたしてございます。ただ、量販店

並びに小売店が共同でこの収集運搬料金の相談を

し制定した場合は、若干問題があるのではなかろ

うかと、このように公取委員会が見解を示したと

ころでございます。

それと、デポジット制の件でございますが、当



然我々といたしましてもデポジット制の制定が一

番いいのではなかろうかという判断をいたしてご

ざいまして、従来より市長会を通じまして国の方

への要望は行ってきたわけでございますが、現時

点ではこのような特定家庭用機器の再商品化法が

制定されましたので、４月１日から実施し、今後

もデポジット制の導入につきましても引き続き要

望を行ってまいりたいと、このように考えてござ

います。

それと、４月１日から法施行ということになっ

てございまして、我が市では市民への周知期間を

設けまして、７月１日ということになってござい

ますが、小売店につきましては４月１日より同時

施行ということになってございます。

それで、私どもとしましては、４月１日から６

月３０日までの間に電話等で予約された場合につ

きましては、再商品化の料金だけ、いわゆるシー

ルを張っていただきまして、収集運搬経費につき

ましては従来どおり市の負担といいましょうか、

市の方で処理をしていきたいと、このように考え

てございますので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 上山君。

○１０番（上山 忠君） この収集の費用について

は、当然ながら自治体は、泉南市は３，０００円、

阪南市も３，０００円、岬町は２，５００円というふ

うな取り決めをされた中でやっておられるわけな

んですけども、先ほど申しましたように各販売店

はそれぞれ独自で値段を決めなければならないと

いう形の中で、今量販店等々は盛んにＰＲをしな

がら、引き取り料、運搬料は無料ですよという形

の中で、かなりの売り上げ攻勢をかけてますわね。

そういう中で、４月１日からそういう反動が来て、

売れなくなるだろうという予想の中で今はいって

るわけなんですけども、そうしてもやはり泉南市

内のこういう一般の販売店に対しては、どのくら

いの運搬収集費がかかるかということをやっぱり

前もって店頭表示なり何なりしてもらう必要があ

ると思うんですけども、その辺のところの御指導

はどうされてるんか。

それと、デポジット制についてはよいと思って

ると、市長会を通じて今後やっていくという答弁

がありましたけども、これはやはり強力にやって

－２９７－

もらわなければ、今は４つの品目ですけども、今

後自転車、いろんなやつがこれに乗っかってくる

可能性があるわけなんですわ。そうしたときに市

民の負担というのはだんだんふえていくと思うん

です。その辺のとこ、この４つだけで歯どめをか

けながら、この４つをデポジット制をどういうふ

うに導入していくかということを、やはり強くこ

れは要望してもらっていかんとあかんと思うわけ

です。

それと、この４月１日から販売店の販売するや

つは有料ですよ、回収運搬の費用については個々

の店で値段をつけてやってくださいと。しかし、

泉南市、要は量販店の販売がわからんとこ、昔ほ

かの市町村におって買うたやつが、今泉南市に転

勤して移ってきてると。そこで買いかえをしよう

と思っても、買った店がわからんという場合は泉

南市がある程度回収義務を負うわけですわね。そ

したら、そのときに要は３カ月間の周知期間を設

けて、７月１日から同じような土俵の上に乗っか

って、３，０００円の収集料金をもってやっていく

よということですけども、僕のさっきの問いは、

そしたら収集依頼が多くて物理的に収集に行けな

いよと。そやから、要は６月の３０日までに電話

受け付けした分については、期日を越えても収集

に行って無料かどうかと、そういうとこをちょっ

と聞いとるんですけど、その辺よろしくお願いし

ます。

○議長（奥和田好吉君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 上山議員の再度の

御質問でございますが、まず泉南市内の小売店へ

の行政指導といいましょうか、収集運搬料金の制

定についての依頼でございますが、これにつきま

しては、現在私ども行ってございません。

といいますのは、小売店といたしましても、量

販店がどの程度の制定をするのか、その辺、小売

店と量販店の方で相手の制定待ちと申しましょう

か、現在どちらも見計らっているというのが現状

でございまして、私ども小売店にどうこうという

のが大変難しいという状況でございます。

また、２点目のデポジットの件でございますが、

議員御指摘のとおり、今後行政としての負担が増

大する可能性がございますので、先ほども御答弁



申し上げましたとおり、国への要望については強

力にしてまいりたいと、このように考えてござい

ます。

それと、６月中旬ないし６月の末に電話予約し

た分につきましては、現実の問題といたしまして、

私ども収集に伺うのが７月の中時分になろうかと

思っておりますが、それにつきましては６月３０

日までの電話予約につきましては、収集運搬料金

は無料とさせていただきます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 上山君。

○１０番（上山 忠君） ちょっと１つだけ答弁が

漏れとるんですけども、その４品目について製造

者メーカーのシール、表示はあるけども、販売店

の表示についてはどのように考えておられるのか

という答弁がちょっと漏れておったと思うので、

その辺のところをよろしく。

○議長（奥和田好吉君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 販売店の表示のお

尋ねもあったわけでございますが、これにつきま

しては、現在この法律上、販売店の表示をすると

か、そういうことが決まってございません。とい

いますのは、この制度によりますと、買いかえを

する場合はどこの店でも扱うと。それと、従来販

売した店においても、要らなくなったものは引き

取るということでございまして、市町村が取り扱

いする物件につきましては、以前購入した販売店

が閉鎖しておるとか、またもう一方、遠いところ

から泉南市内へ引っ越してきて、その販売店に依

頼できないというような特殊な場合に限り私ども

が扱うこととなってございますので、その販売店

表示については現時点では決まっておらないとい

うのが実情でございますので、よろしくお願い申

し上げます。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

大森君。

○４番（大森和夫君） 今、上山議員の方からも市

長会の要望など出されましたけども、上山さんは

これは押しつけやということでおっしゃってまし

たけども、これがほんとに生活環境の保全とかリ

サイクルに役立つのかという点がほんとに心配な

部分なんです。

－２９８－

まず、市民の負担という点で考えますと、無料

だったものが、これは冷蔵庫でしたら７，０００円

程度になるだろうと。市が運びます場合でしたら

３，０００円と４，６００円ですか、足されますから

７，６００円になるという、これだけで不法投棄が

ふえるんじゃないかということが今マスコミでも

大問題になってますよね。

３月４日付の毎日新聞によりますと、家電リサ

イクル法来月施行に向けて、早くも見直しの意見

噴出ということでニュースが出されてます。毎日

新聞以外のニュースでも、テレビでも盛んにこの

点は指摘しているところであります。

そういうこともありまして、まず市長にお聞き

したいんですけども、環境問題、特に市長は一生

懸命取り上げるということで宣言されてるんです

けども、こういう問題で不法投棄がふえるような

問題、どのように対策をお考えなのか。特に今言

いましたように無料だったものが７，０００円にも

ふえてくるということで、こういう市民の負担に

対する市長の御見解、それからそういう意味で低

所得者に対する対策とか、それから運搬費用を安

くするというような、小売店は盛んに、上山さん

も指摘がありましたように、争って運搬料を安く

するということをしてますけども、市の方の運搬

料は横並び３，０００円ということで、これも非常

な負担になってますので、安くできないのか、そ

の点のまず市長の御見解をお聞かせください。

○議長（奥和田好吉君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 大森議員の御質問

のうち、まず１点目、不法投棄の増大はないのか

という御質問があったわけでございますが、先日

の一般質問でも私答弁申し上げましたが、この法

律の制度全体を適切に機能させていくために、必

要な情報提供や普及啓発活動を十分行い、市民の

御理解を得るよう努めていけばそう増大するもの

ではなかろうかと、このように考えておるところ

でございます。

また、もう１点、３，０００円の収集運搬料金に

つきまして、減免と申しましょうか、そのような

制度はどうかというお尋ねでございますが、これ

につきましては上位法によりまして、市町村みず

からこのような制定をせよということになってご



ざいまして、現時点では阪南８市、近隣の状況も

勘案し、私ども制定をいたしたわけでございます

が、他の自治体においてもこのような事例がなか

ったものでございますが、現時点ではそこまで考

えておらないというのが実情でございますので、

よろしくお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 今回のは、確かに国の法律

で決められたという部分があります。先ほども上

山議員からも御質問がございましたけども、デポ

ジットの方がいいんじゃないかという意見も確か

にありますし、我々市長会においてもそういう形

の方が一番わかりやすいということでお願いをし

てきたんですが、残念ながら法律として通ったと

いうことでございますので、それを受けてという

形にならざるを得ないという部分がございますの

で、その辺は御理解いただきたいというふうに思

います。

それと、どこの御家庭も、それを全く今あるも

のを廃棄してしまうというものよりも、やはり買

いかえの場合が非常に多いと思うんですね。です

から、新しい製品、あるいはもう少し大きな冷蔵

庫とかいう形での買いかえというのが非常に多い

というふうに思っておりまして、その場合は量販

店なり家電店がそれをまた引き取るということに

なろうかというふうに思いますので、すべてにお

いてそれが即そういう廃棄物につながるかという

ことになりますと、それは今の時点ではわかりま

せんが、そう多くそういう形にはならないのでは

ないかという予想は立てております。

ですから、先ほど部長が言いましたように、こ

れから３カ月ありますので、できるだけ周知徹底

を図って、この法制度の運用について市民の皆さ

んに十分御理解いただけるように、特に広報等を

通じて、あるいはまた映像、ケーブルテレビ等の

市の情報も通じてＰＲをしてまいりたいというふ

うに思っております。

ですから、これは定められた以上は、それを処

理する、我々がもし市の方にいただければ、それ

を責任持って運んで処理するところまで持ってい

かなければいけないという義務を負うわけでござ

いますから、一定の費用負担はやむを得ないとい

－２９９－

うふうに思っております。

○議長（奥和田好吉君） 大森君。

○４番（大森和夫君） こういうリサイクルが特に

進んでいる欧州諸国では、デポジット制といいま

すか、メーカーへの責任がきっちりしてまして、

製造者責任ですよね。こういうリサイクルに関し

てはメーカーがきっちり責任を持つということに

なってますけども、今回の家電リサイクル法では

そういう役割を市民も負う、小売店も負うと、そ

れからそれで賄えない部分は行政も負うというこ

とで、行政にも大変な負担がかかってると思うん

です。

不法投棄は少ないだろうと、そんなにないんで

はないかという御意見が部長からも市長からも出

ましたけども、今でも新家の山の方で不法投棄が

多いということで、私相談を受けたりして、白谷

部長初め皆さんに市の方に走っていただくとか、

りんくうタウンにも不法投棄が多いということの

御相談を私受けたことがあります。

今現在でもこれだけ不法投棄があるし、それか

ら景気が大変な中、それから泉南市の場合は、他

市からの引っ越しされてる方もどんどん、いつも

市長がおっしゃられてるように他市から引っ越し

されてる方がたくさんおると。そういう意味でい

いますと、新しい買いかえのときにはいいかもし

れませんけども、不法投棄の心配というのはやっ

ぱり出てくると思うんです。

そういう意味で、もう一度質問さしていただき

ますけども、低所得者への対策、これは今まで無

料だったものが７，０００円を超えるものになると

いうこと、それから社会がこういう不況の中、必

要ではないかと思うんですけども、その点の見解

をもう一度お聞かせください。

○議長（奥和田好吉君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 大森議員の再度の

御質問でございますが、先ほど市長も御答弁申し

上げましたが、私ども行政で扱う推計でございま

すが、全体の約１６％ぐらいは行政が処理しなけ

ればならないのでなかろうかと、このように考え

てございます。

それと、不法投棄の件でございますが、全国ど

この自治体でも頭を悩ましておるというのが現状



でございますが、現時点では不法投棄については

予測はつかないのが現状でございまして、私、泉

南市民の良識を信じておるのが現状でございます。

それと、低所得者等への減免の件でございます

が、先ほども御答弁申し上げましたが、本市独自

でするのは大変難しいなと現在考えておるところ

でございますので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 大森君。

○４番（大森和夫君） ３回目なので意見にかえさ

せていただきますけども、市民のモラル、もちろ

ん期待もしますけども、現在の不法投棄の状況、

それから今の経済難の状況、それから庶民の生活

の大変さを考えますと、低所得者に対するそうい

う対策が必要だと。それから、どうしても小売店

などで引き取ってもらえない、それから買いかえ

できないような人のためには、運搬費用が３，００

０円は高過ぎます。これ、冷蔵庫の件を出しまし

たけども、７，６００円にもなるものをなかなかや

っぱり今の不況の中、特に生活が大変な方は出せ

るような状況でありませんので、低所得者への対

策、それから収集運搬費用を抑えることが必要だ

ということを意見にかえさせていただいて、質問

を終わります。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

真砂君。

○５番（真砂 満君） それでは、何点か質問させ

ていただきます。

まず、質問に入る前に理事者に申し上げたいと

いうふうに思います。既に広報の方では、１月広

報からこのリサイクル法に関する情報を提供いた

しております。しかし、残念ながら市議会に対し

ては、さきの議会が始まる前の常任委員会、協議

会でしか資料提供を行ってこない、これは一体ど

ういうことなのか。

この種の法律改正の問題でありますから、当然

早期にわかった時点で市民に提供される、このこ

とはもちろんいいわけなんですが、議会に対して

も当然同じような取り扱いでしていただかなけれ

ば困ると、まずもってそのことを申し上げたいと

いうふうに思います。なぜそういうふうになるん

か、後でお答えいただきたいというふうに思いま

す。

－３００－

それとあわせて、当然ながら市民の皆さん方に

広報を通じて出しているわけですから、職員みず

からがそのリサイクル法についてどうなのか、ど

ういうふうに変わるのかということは当然のよう

に周知をされていなかったら質問に答えられない

でしょう。私は、行政の方から何の説明もないか

ら職員の皆さんにお聞きをしましたけれども、わ

からへんねんと、まだわしらわからへんねんとい

う答えが返ってきます。これでは広報のなすべき

仕事もなしていないと、そのように思います。ま

ずもってそれを言っときたいと思います。

それで、具体的に質問に入らせていただきます

が、１つは今回市が、行政が行う収集運搬料３，０

００円、これは資料でいただいてますように他市

とほぼ横並び 違うところもありますけどね。

これは当然横並び、みんなで渡れば怖くない方式

でまたこれもやったんだろうというふうに思いま

すが、根拠ですね。この３，０００円の根拠をやは

り明確にしなければいけないというふうに思って

ます。

それで、今までの受けた説明の範囲の中でお聞

きしてますと家庭、例えば私の家へ来るのは市の

職員が来られ、それを市の職員がまたどこか１カ

所へ持っていって、岸和田なり大津の方へ持って

いかれる、その費用だろうというふうに思うんで

すが、これすべて市の職員がやられるのかですね。

それとも、業者を含めた形で出されるのか。それ

を業者に出されるのでしたらそれなりの費用計算、

何トン車で行かれるとか、いろんな計算があって

初めてそういう３，０００円という数字が出てきて

るというふうに思いますので、それをお示しをい

ただきたい。

それと、３，０００円に伴う消費税の問題ですね、

これもどうなるのか、お示しをいただきたい。

それと、大森議員ともダブりますが、当然相当

な費用負担 一般の生ごみなんかと違って買い

かえがほとんどですから、そうたくさん出るもの

ではないというふうには理解しておりますが、ど

うしても電化製品というのは不思議なもので、つ

ぶれると、周期みたいなんがあって、あれもこれ

も悪くなる、テレビも悪うなるし、冷蔵庫も悪う

なると、そんなことが間々あるわけなんで、そう



なるとやっぱり負担も大きくなる。そういった意

味では、低所得者に対する一定の方策を考えとか

ないかんのではないのかなというふうに思います。

それと、次にリサイクル業者なり再生資源業者

ですね、その関係はこの法を改正するときにどう

いうふうな議論をされたのか。行政とのかかわり

合いもありますから、そのあたりとの協議事項は

どういうふうになったのか、その辺もお示しをい

ただきたいというふうに思います。

それと、協議会の中でも話しさせていただいて、

きちっとしたお答えをいただいてないので再度申

し上げますが、資料をいただいてる電機グループ、

Ａグループ、Ｂグループとありますが、それに属

さないグループ社の製品ですね。その取り扱いは

どうなるのか。これはきちっと明確にしていただ

いて、そのあたりについての広報もしていただか

ないと市民はわからないわけですから、そこもき

ちっとしていただきたいというふうに思います。

それと、上山議員と若干違うんですけど、私の

方は３月末までに、今現在受け付けた家電製品、

特にこの４品目製品が一定数集まりますね。当然

４月にずれ込む分も無料で、収集運搬料も必要な

く無料で集めてこられると思います。私が言いた

いのはその集めた物ですね。当然今の段階では清

掃事務組合の方にストックされて、今は処理され

てます。でも、４月１日から法律が変わるわけで

すから、本来からいいますと集めた製品、商品は

４月１日から適正にリサイクルに回さないかん。

ということになりますと、ストックされた製品す

べてリサイクルに回りますから、行政負担という

ふうになりますよね。そのあたりそういう取り扱

いをされるのか、それはそれだとして、もう今ま

でどおり破砕機にかけてつぶしてしまうのか、そ

のあたりどういうふうなお考えをお持ちなのか、

お答えをいただきたいなというふうに思います。

それと、他市の方でやられてます許可業者が行

う収集運搬をされる場合がありますよね。それと

のコストの比較であるとか、泉南市は行政が行う

わけですが、行政が行うときのサービスの差異は

どうなのか、それはどのように検討されて、市が

するということになったのかですね。その検討結

果をお示しをいただきたい。

－３０１－

それと、不法投棄の関係でありますけれども、

答弁の中で必要な情報提供ですか、情報提供を行

って周知徹底なり啓発を行えばそうふえないとい

うふうにおっしゃられてるんですけども、ちょっ

と私の感覚とまた異にするんですけどね。必要な

情報提供とは一体何を指すものなのか、本当にそ

のことで不法投棄というのが減るのかどうかです

ね。従前から廃掃法の関係で罰則規定も兼ね備え

た法律がありますよね。それでもほんとに減って

るのかどうかですね。それはどうなのか。

具体的に資料から申し上げますと、平成１０年

では４品目の不法投棄、行政が回収した台数は６

３台あるんです。平成１１年ではそれが４９台な

んです。これはあくまで行政が回収をされた台数

であって、町の中で、山の中に眠っている台数を

含めますとそんな数ではないというふうに思いま

すし、そのあたり本当にどういうふうに考えてる

んか、お示しをいただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 真砂議員の御質問

でございますが、たくさんの御質問がありました

ので、前後または答弁できない部分については、

再度お願いしたいと思います。

まず、第１点目でございますが、この条例改正

につきまして本市の厚生消防協議会の方にまず諮

るべきではなかったかというお尋ねでございます

が、私ども所管といたしましては、当然所管の協

議会に説明申し上げる予定でおったわけでござい

ますが、何分この法律の詳細につきまして、国並

びに近隣各市町の情報の収集に手間取りまして、

日程がうまく調整つかなかったというのが現状で

ございますので、御理解いただきたいと思ってお

ります。

２点目の収集職員への指導の件でございますが、

条例制定後につきましては、清掃課職員への指導

を徹底してまいりたいと、このように考えておる

ところでございます。

続きまして、私どもの収集運搬料金の３，０００

円についての根拠でございますが、まず収集業務

につきましては、従来どおり本市の職員で、いわ

ゆる直営で収集を行いたいと、このように考えて

ございます。収集した後の運搬につきましては、



一般の運送業者に委託をしたいと、契約したいと、

このように考えてございます。

それで、根拠につきましては、まず収集費とい

たしましては、私ども人件費並びに車両の経費を

含めまして、１台当たり２，２４４円程度かかると

試算いたしてございます。それと、運搬費でござ

いますが、仮に１０トントラックで１回運ぶとい

う試算をしますと、１台当たり１，０５０円、合計

いたしますと３，２９４円必要となる試算が出てお

りますが、私ども近隣の状況並びに３，２９４円の

試算が出ておりますので、３，０００円と制定さし

ていただいたところでございます。

それと、解体業者等の件でございますが、実は

この法律では解体業者でもこのような処置はでき

るわけでございますが、何分リサイクル率がエア

コンで６０％、テレビで５５％、冷蔵庫並びに洗

濯機が５０％と義務づけをされてございますので、

この辺の一般の解体業者では、これを履行するの

は大変難しいのではなかろうかと、このように考

えてございます。

ただ、その解体業者との協議等どのように行っ

たのかということでございますが、国においてど

のようにされたかというところまで私ども承知い

たしてございませんので、よろしくお願い申し上

げます。

それと、大阪府の指定引き取り場所につきまし

ては、Ａグループ、Ｂグループと定められており

ますが、このグループに属さん企業につきまして

も、同じ手法で資源化しなければならないことに

なっておりまして、それらのメーカーにつきまし

ては、どちらかのグループにお願いをするしか方

法はなかろうかなと、このように考えてございま

す。

それと、本年３月まで市が扱った分については

どのように対処するのかというお尋ねでございま

すが、当然我々従来より行っております電話予約

で収集しておるわけでございまして、例えば３月

末に電話予約しますと、４月の末に実際収集せね

ばならないというような商品もあろうかと思いま

すが、この法律では９月末までは従来どおりの処

理をしてもよいと、このように明記されてござい

ますので、私ども３月末までの分につきましては

－３０２－

従来どおりの処理で、いわゆる清掃事務組合で破

砕した後、処理していきたいと、このように考え

てございます。

次に、許可業者と直営との関係でございますが、

高石市、和泉市、泉大津市、忠岡町につきまして

は許可業者が回収するということになってござい

まして、それ以外の近隣ではほとんどが直営とい

う手法をとってございますが、これらにつきまし

ては私ども特に検討ということは行っておりませ

ん。ただ、特に重要視いたしましたのは、ほんと

の意味の近隣市町村と同じような手法でするのが

一番ベターではなかろうかという判断でございま

す。

次に、不法投棄の件でございますが、議員御指

摘のとおり、我が市の不法投棄につきましては、

平成９年には４品目５９台、１０年６３台、１１

年４９台と、このようになってございますが、こ

の不法投棄の回収量といたしましては、いわゆる

悪質な不法投棄はこのうちの一部でございまして、

ほとんど粗大ごみの集積場所に間違って置いたと

言うたら語弊があるかもわかりませんが、そのよ

うな物件が大多数でございますので、これらにつ

きましてはシール等を張って注意を促していくと

いうような手法をとってまいりたいと考えており

ますので、御理解いただきますようお願い申し上

げます。

○議長（奥和田好吉君） 真砂君。

○５番（真砂 満君） たくさん質問しましたので

あれなんですが、１つの議会に対する情報提供で

すね。情報収集に手間取ったとおっしゃってます

けど、私はさきに申し上げましたように、１月か

ら行政側は広報として出してるわけでしょう。１

月からですね。手間取ってるんでしたら、今の現

時点でも情報はちゃんと入ってませんよ。手間取

ってますやんか。販売店の収集単価は情報が入っ

てないでしょう。手間取ったままです。きちっと

１月に出すんでしたら、出さなだめでしょう。

それと、職員の徹底で条例が可決したらやりま

すわとおっしゃってますけど、日々職員は市民の

皆さんの生活の場へ行ってごみを集めてるんです

よ。そこの中でいろんな話が出るでしょう。そん

な中で聞かれたときに、ちゃんと答えをすると、



答えてあげるのが市の職員の仕事の１つなんです

よ。ごみ収集するだけが仕事じゃないんですよ。

何を言ってるんですか、あなた。その辺は何で直

営してるかということの意義もわかってもらわん

とだめですよ。

それと、収集単価ですね。この人件費というの

は、職員の人件費なんですよね。そうですね。こ

の人件費、車両費、当然市の職員と車の費用をど

ければ、これはあくまで市の職員が家庭から市の

清掃庁舎やったら清掃庁舎まで持っていく費用な

んですよね。それを除けば、運搬の費用としたら

１，０５０円ですやん。工場から岸和田なり大津な

りに持っていく費用は１，０５０円ですやん。そう

なると、考え方によれば行政が行う収集単価につ

いても、もっと安価にできるんではないのかなと、

私はそう思いますよ。３，０００円というふうに他

市へ横並びという安易な方法をとる必要はないん

ではないのかなと。

それであるならば、最後に質問しましたように

許可業者に運搬さすことによって、下げられる方

法も検討された場合、とれたんではないのかなと。

そのための比較検討というのはやはりせなあかん

でしょう。効率よい行政運営ということをこの間

ずっと言われてきてるわけですし、行革大綱の中

でもあなた方がみずから出してきてるんでしょう。

だったら個別の案件の中でそのことを示さなだめ

でしょう。きちっと検討してすべきですよ。その

ことを強く申し上げときたいと思います。

それと、消費税の関係、減免の関係に言及され

ておりませんので、改めてお願いいたします。

それと、再生資源リサイクル業者との関係です

よね。部長はいとも簡単に解体業者、解体業者と

おっしゃられてますけども、全然意味が違うと思

いますよ。解体業者と再生資源リサイクル業者と

いう意味が違うと思います。清掃行政を預かって

いる担当部長が、いとも簡単に解体業者で片づけ

られるということについては、私は今日まで再生

資源、リサイクル業を営んでいる業者の皆さんに

大変失礼と思いますよ。

だってそうでしょう。清掃工場の中でもそうい

った資源業者が行政の仕事の一端を担ってるんで

しょう。それを単に解体業者というふうな呼び方
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で片づけられるというのは失礼ですよ。これから

表現については気をつけていただきたいなという

ふうに思います。

それで、上の方は、国の方はどうだったかわか

らないということでありますけれども、現実問題

としては、その泉南市で営まれている方も電器屋

さんを通じてそういった家電、この４品目以外に

もそういった回収をされて営みをされてるんです

よ。それがこういう法律改正によってすべて業者

を通らずして一定のメーカーの処理のところへ行

ってしまうということになれば、死活問題ですや

んか。そのことはきちっと、市内の中でもそうい

った営みの人がいてるわけですから、それは市と

して考えていかなだめでしょう。そのことを指摘

をしてるんですよ。検討を一切してなかったらし

てないと。それはそれでいいですから、してなか

ったら今後どうするのか、そのこともきちっと明

確にしていただきたいなというふうに思います。

それと、さきの協議会でも言いましたように、

Ａグループ、Ｂグループに入らない外国製品につ

いてきちっとしていただきたいと。同じ答えです

よ、協議会から今の答え。例えば、どこどこのメ

ーカーはＡグループへ行くんや、どこどこのメー

カーについてはＢグループに行くんやと、ちゃん

とせなだめでしょう。４月１日からなんでしょう。

明確にしてくださいよ。今の時点で明確にしてな

かって市民にどんなＰＲするんですか。作業とい

うのはもっときちっと早くしなくてはいけないの

と違いますか。

それと、４月にずれ込む、３月末までに受け付

けた電話の件でありますけれども、それは９月ま

で従来どおりの処理ができるというふうになって

るから破砕するんですな。それで、市民には４月

１日からお金を出してもらってするんですな。矛

盾感じませんか。役所が集めた分は９月まで今ま

でどおり破砕するんでしょう、工場で。工場で破

砕するんでしょう。再生しませんよね。それは９

月までできるから、集めた分はするとおっしゃっ

てるんでしょう。それで、市民については４月か

ら最大については７，６００円を支払っていただい

て正規な処理をしていただくんでしょう。矛盾感

じませんか。



それと、不法投棄の問題ですが、必要な情報提

供というのはどういうものであるかということも

おっしゃられてませんし、さっき私が言うた資料

の後追いをされたような説明ですけど、もうその

数字は私が説明してますからそれはいいんで、既

にもう従来からある廃掃法の関係で罰金、懲役刑

を含めた処罰があるんですよ。その法律があるん

ですよ。それを十分に活用も現在ある中でもしな

くて、今後ふえるだろうと予想される分について

どうしていくんだと。今あることもしなくて今後

どうなるんだと。そのＰＲするだけで減るんです

か。ふえないんですか。私にはとてもそう思えな

いんですけどね。改めてもう一度見解を聞きたい

と思うんです。

○議長（奥和田好吉君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 真砂議員の再度の

御質問でございますが、まず３月号の広報に載っ

てた分につきましては、私どもつかめる情報がす

べてでございまして、何分協議会に説明するとな

りますと、すべての情報をつかむ必要があると。

議員さんの質問に対して、知らない、知らないで

は協議になりませんので、その方を先ほど御説明

したところでございますので、御理解いただきま

すようお願い申し上げます。

また、職員への指導につきましては、議員御指

摘のとおり収集職員につきましても、まちで一般

市民に聞かれた場合の説明も十分できるよう指導

していきたい、このように考えてございます。

それと、３，０００円の設定でございますが、運

搬費のみ見ますと１，０５０円と低く制定すること

もできるのではないかという御質問もあったわけ

でございますが、先ほど議員より御指摘ございま

したように、横並びにせざるを得ない理由としま

しては、とにかく近隣の市町村より私ども安く制

定いたしますと、他の自治体の方の収集も依頼が

泉南市民の名を使って来ることも考えられますの

で、その辺は避けたいという見解でございます。

それと、先ほど私、解体業者と申しましたが、

これにつきまして一般的な表現をさせていただき

ましたが、再生資源業者につきましては本市でも

ございます。これらにつきましては、先ほども申

し上げましたとおり、このような商品を扱うこと
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ができるわけでございますが、何分このリサイク

ル率につきましては義務づけられておりまして、

一般の再生資源業者ではそれだけの義務を果たす

ことが大変困難ではなかろうかと、このように考

えておるところでございます。

それと、Ａ、Ｂに属さない業者、私ども現在情

報として入っておりますのは、外国製品等につき

ましてはＢグループに属するということになって

ございますので、これらにつきましても広報等を

通じてＰＲを徹底していきたいなと考えてござい

ます。

また、それと３月末までに本市が収集して従来

どおり破砕する件でございますが、何分法律につ

きましては４月１日以降ということになってござ

いますので、これにつきましては私ども電話受け

付けして、実務が４月になるという予測でござい

ますが、再資源化料金につきましては上位法の関

連からお支払いしていただく、シールを買って張

っていただく以外、処理のしようがないというの

が実情です。

ただ、提案理由でも御説明申し上げましたよう

に、収集運搬につきましては、６月末までは私ど

も従来どおり市の方で負担をしていきたいと、こ

のように考えております。

また、不法投棄の件でございますが、この条例

制定によりましてふえるかどうかというのは、各

市とも予測のつかない状態でございまして、私ど

も最大のＰＲを行い、市民に御理解を得るという

のが一番の方法ではなかろうかと、このように考

えてございまして、現実の問題どの程度ふえるか、

今までどおりで推移するのか見きわめた上で今後

の対応を練っていきたいと、このように考えてご

ざいますので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 真砂君。

○５番（真砂 満君） もう３回目で、最後にしま

す。

今、部長が答弁をしていただきましたとおりで、

市長の考えもそれでよろしいですか。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 議会への御説明がおくれた

ということは、情報の収集という問題はあったに

せよ、わかった時点でとりあえずわかってる範囲



の資料を提供するなり何なりすべきであったとい

うふうに思っておりますので、御指摘については

謙虚に反省をいたしたいというふうに思っており

ます。

それから、職員の指導という部分もございまし

たけども、これはやはりおっしゃるように事前に

職員の皆さんに法律が４月１日から変わりますよ

と、細かい点はまだあれとして、わかってる範囲

でやっぱり説明なりすべきであるというふうに思

いますので、私の方からもまた注意をしたいとい

うふうに思っております。

それから、料金の問題もあったんですが、積み

上げというのもなかなか難しい部分があるんです

けれども、一応積み上げた中で３，０００円強とい

うのを３，０００円という形にさしていただきまし

たので、この点については他市と一緒じゃないか

という議論もありますけれども、御理解をいただ

きたいというふうに思っております。

それと、低所得者対策ということでございます

けども、これら４品目というのは御承知のように

耐久消費財でございますから、家庭によっても違

うんでしょうが、大体３年から１０年ぐらい使わ

れるということですから、そう頻繁に買いかえと

いうのもないんじゃないかなというふうに思って

おりまして、新たな負担ということになるのは確

かでございますけども、これについては一定御負

担をお願いをしたいというふうに考えております。

この法律そのものに決して満足しているもので

はございませんけれども、法律でございますから、

これはもう決められておりますので、それにのっ

とってやらざるを得ないと。改善すべき点が今後

いろいろ出てくると思いますので、それはその都

度また我々市長会なり町村会もございますけども、

実態として問題提起をしていきたいというふうに

思っております。

それから、３月末までは廃棄処分ということで、

４月からそれを持っていくということなんですが、

これは一定法律の施行日が決められている関係上、

いずれの時点においてもどうしてもやむを得ない

部分があろうかというふうに思いますが、この条

例の施行は７月でございますが、３月中に電話予

約いただいた分は自分ところで処理せざるを得な
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いというふうに思っておりますが、４月１日以降、

収集費は６月末までは無料ということでございま

すけども、それは所定のところへ運搬するという

ことにいたしております。

その他幾つかいただきましたけれども、準備不

足の点も確かにあろうかというふうに思いますが、

これから７月までの間に十分それらについてフォ

ローして、また市民の皆さんへの情報提供なり、

あるいは広報に努めて、我々としてできる限りの

万全を期して運営をしてまいりたいというふうに

思っておりますので、御理解をよろしくお願い申

し上げます。

○議長（奥和田好吉君） ただいま議案第９号に対

する質疑の途中であり、本日の日程は全部終了い

たしておりませんが、本日の会議はこの程度にと

どめ延会とし、明１４日午前１０時から本会議を

継続開議いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって、本日の会議はこの程度にとどめ延会とし、

明１４日午前１０時から本会議を継続開議するこ

とに決しました。

本日はこれをもって延会といたします。

午後５時５０分 延会

（了）
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